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概 要

「マルクス主義」は民族問題を解決しなかった。ロシア革命後 100年を超えた今日において、我々社会科学
者はこのことを哲学的に反省する必要がある。つまり、民族対立を消滅させる人類史上初の機会であると喧伝さ
れたロシア革命から既に一世紀を経過したにもかかわらず、民族対立は消滅どころかかつてない規模にまで膨れ
上がっている。そのさなかにも偽善的に「多文化共生」という理念が叫ばれている。
歴史的には、ロシア革命前夜、民族自決権をめぐって激烈な論争が、ロシア、ポーランド、オーストリア、ウ

クライナ、コーカサス、ドイツなど「民族の牢獄」と呼ばれた地域のマルクス主義者により戦われた。しかし、結
果としてこの論争は止揚 (解決)されず、形式的に「決算」されたにすぎなかった。我々はその「報い」を、宗教
的・宗派的争いの激化と「テロとの戦い」という呪いとして我が身に受けている。
本稿は、「マルクス主義」が、1) 民族問題を解決するはずだと当時広く信じられていたのはなぜか、2) それ

にもかかわらず結果的に解決できなったのはなぜか、の二点を解明することを目的とする。第一の目的のために、
本稿は民族問題を「マルクス主義」の生誕地である「労働の自己疎外」論と結びつけて論じる。第二の目的のた
めに、本稿はロシア革命前後の V.I.レーニンを中心とする論争を整理し、論争の止揚がいかにして失敗したのか
を論じる。
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1 問題意識

「マルクス主義」は民族問題を解決しなかった。ロシ

ア革命後 100年を超えた今日において、我々社会科学

者はこのことを哲学的に反省する必要がある。つまり、

民族対立を消滅させる人類史上初の機会であると喧伝

されたロシア革命から既に一世紀を経過したにもかか

わらず、民族対立は消滅どころかかつてない規模にま
∗岩手県立大学総合政策学部
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で膨れ上がっている。そのさなかにも偽善的に「多文

化共生」という理念が叫ばれている。

歴史的には、ロシア革命前夜、民族自決権をめぐっ

て激烈な論争が、ロシア、ポーランド、オーストリア、

ウクライナ、コーカサス、ドイツなど「民族の牢獄」と

呼ばれた地域のマルクス主義者により戦われた。しか

し、結果としてこの論争は止揚 (解決)されず、形式的

に「決算」1 されたにすぎなかった。我々はその「報

い」を、宗教的・宗派的争いの激化と「テロとの戦い」
2 という呪いとして我が身に受けている。

本稿は、「マルクス主義」が、1)民族問題を解決す

るはずだと当時広く信じられていたのはなぜか、2)そ

れにもかかわらず結果的に解決できなったのはなぜか、

の二点を解明することを目的とする。第一の目的のた

めに、本稿は民族問題を「マルクス主義」の生誕地で

ある「労働の自己疎外」論と結びつけて論じる。第二

の目的のために、本稿はロシア革命前後のV.I.レーニ

ンを中心とする論争を整理し、論争の止揚がいかにし

て失敗したのかを論じる。

2 準備:基礎的な用語法

日本語において「民族」という用語は、「ネイション」

と「エスニック・グループ」の二つの意味を持つ。我々

は二つの意味の違いを区別しなければならず、しかも、

両者とも視野に入れておかなければならない。それと

いうのも、民族問題はこの二つの意味の境界で発生し

ているからである。どちらか片方にしか言及しないこ

とは、民族問題の解明に興味を持たないことに等しい。

ネイション：ここでは便宜的に、「主権を持ち言語・

歴史（運命）・文化を共有する人間集団」としておく。

定義が便宜的にならざるを得ないのは、どれほど精緻

に条件を与えたとしてもそれを逸脱する事例がいくら

でもあらわれるからである。正確な、万人が同意を与

える定義を与えることはそもそも不可能であり、無意

味でもある。なぜならば、この用語は国家を統治する

ために支配的な階級がつくりだした行政的な道具立て

にすぎないからであり、定義を与えるという行為それ

自体が行政上の作為にすぎないからである 3。

階級の廃絶を志向する革命党においても、ネイショ

ンはやはり行政のための道具以上の位置づけを与えら

れなかった。このことは、「民族自決権」、すなわち、

ネイションが自らの国境を（「民主的」に）決定する権

利についての論争の中に見出すことができる。J.V.ス

ターリンによる定義 4 は、ソビエト・ロシアの官僚た

ちの支配に都合の良いように法律的につくりだされた

ものに過ぎなかった 5。レーニンは民族の定義を積極的

には与えていないが、やはり同様の限界を超えること

が出来ておらず、しかもその限界を自覚していなかっ

たようである（この限界について後で詳しく論じる）。

いずれにせよ、ネイションは、民族自決権という「権

利」を持つ主体として語られる。従って、被支配的民

族としての「自己」を支配的民族としての「他者」か

ら分離し、国境線を引く (そして「他者」たる支配的

民族がこれを承認する)という歴史的行為が主要な関

心事となる。この行為の前においては、「自己」は「他

者」の作り出した国境の枠内に押しとどめられている。

この行為の後においては、「自己」は単一の民族国家を

形成している。「権利」を失った場合には、逆に後者の

状態から前者の状態に引き戻される。すなわち「併合」

される。

 

ネイション 

エスニック 

グループ 

自決 

併合 

図 1: ネイションとエスニック・グループ

我々は、さしあたりは、前者の状態をエスニック・グ

ループ、後者の状態をネイションと名付けておこう (図
1レーニン「自決に関する討論の決算」(1916)。
2我々は「テロとの戦い」という言葉を額面通りには受け取れない。火をつけて回っている勢力の存在が見え隠れしているからである。
3民族理論そのものがイデオロギーであること、つまり、歴史的現実を反映して生み出された意識形態であることに注意する必要がある。

社会学において、民族が「構築主義」によってのみ論じられるとされていることは、民族理論のもつイデオロギー性からすれば当然のことであ
る。K. レンナーの次の認識、「民族は、自然科学的概念でもなく・・・社会学的概念でもなく、政治的な概念なのである」は結果的には正しい。

4スターリンによれば、「民族とは、言語、地域、経済生活、および文化の共通性のうちにあらわれる心理状態、の共通性を基礎として生じ
たところの、歴史的に構成された、人間の堅固な共同体である」。

5付録 A を参照。
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1)。形式的に「権利」と言っている限りでは、この二

つの状態は、どちらかがより優れている、ということ

にはならない。また、その集団の階級性・階級構成に

ついて何も言っていないことにも注意すべきである。

エスニック・グループ：「少数民族」とも呼ばれてい

る。自分のものではない国境に押しとどめられた、主

権を持たない、あるいは民族自決をあきらめた「ネイ

ション」のことである。アメリカ合衆国のような多民

族国家の現実を説明するため (あるいは正当化するた

め)、「ネイション」に代わる概念としてつくられた。

3 個人体験の中の民族意識

民族について理論的に議論する前に、個人的な体験

に立脚した民族意識についての印象が語られねばなら

ない。個人的な、しかも貧しい体験について語る、と

いうことは、万人に受け入れられるべき「科学」の条

件を満たさない。しかし、この主題を扱うにあたって、

我々の中に無意識に巣食っている民族主義的偏見をあ

えて意識化し、点検する作業が必要なのである。

3.1 国境を越える旅

これから出国するために国際空港 6 に向かう列車の

車中を旅する人は、周囲に「自分と同じ種類の人間＝

同胞」がいることを意識する。旅客の多くは、たまたま

同じ経路をたどっているが、目的地は空港ではなく、通

勤や通学、買い物のためであり、あるいは目的地は確か

に空港だが、国内旅行のために国内線に向かう人々だ。

国際空港に向かう列車は他の鉄道路線に比べて大きな

スーツケースを抱えている人が目立ち、いやおうなく

自分の旅程が国外に向かっていることが意識される。

周囲の中には数は少ないが「自分とは違う種類の人

間＝異邦人」がいることに気づく。肌や髪、目の色が

異なっているからか、あるいは目には見えないちょっと

した身振りや孤独そうな雰囲気がそう感じさせるのか

もしれない。数人でおしゃべりをしている言語も、お

そらく聞き取れない。

やがて空港に到着し出国ロビーに入る。そこは既に

異空間であり、日常生活から切り離された特別な雰囲

気が漂う。ここには空港で働くもの以外は旅人とその

見送りしかいない。多くの旅人は自分と同国人のよう

だが、先ほどと比べて異国の旅人の数が増している。

同国人は、これからの出国に備えて警戒し（爆弾騒ぎ

や伝染病への恐怖も）、他方これから帰国するであろ

う異国人は、くつろぎを感じはじめる。

必要な出国手続きを経て、自分の便に搭乗すると、

もはや自分の国を離れ、まだどの国からも受け入れら

れていない、という中途半端な感覚につきまとわれる

だろう。目的地の空港では、これまでと逆に自分の方

が異邦人であり少数派なのだ、という意識からくる心

細さで頭がいっぱいになる。

出国・入国手続き 7 に際して我々が感じるこの心細

さは、自分が自国の発給したパスポート＝旅券 8 を唯

一の拠り所にしていること、パスポートを持つことを

前提としてヴィザ＝入国査証 9 を相手国から得ている

こと、すなわち相手国に受け入れられているという事

実により増幅されている。パスポートを所持できると

いうことは、普段は意識していないが、私がこれまで

自国の支配下にあったのだということを意識させる 10。

もしこれから訪問する国の人たちとの間に暖かな人間

的なつながりがあるならば、私はそれほど不安を感じ

ないであろうし、訪問先でも居心地よく過ごせるかも

しれない。しかし、今感じている心細さの裏側には、
62017年 4月米ユナイテッド航空で起きた事件 (航空治安当局の係官がオーバーブッキングのための座席放棄を拒否した韓国系アメリカ人

の男性を強制的に退去させた) が取り上げられている。この事件では、強制退去で客が負傷したまま引きずられていくさまが動画として投稿
され、世界中に大きな反応を引きおこした。また、航空会社がアジア人を中心に座席放棄する客を選んでいたことや、座席放棄に関する協力
金を引き上げれば問題は起きなかったとする意見が SNS などで伝えられた。この事件は、国境というものが小さな火種から民族的紛争が燃
え上がる可能性が常に秘めていることを教えている。日本経済新聞「「引きずり下ろしません」　過剰予約、日本の対応は」(2017/4/17) を
参照のこと。

7出入国管理 (Border Controle)の目的は、1)移民の規制、2)国籍移動の管理、3)税関 (徴税、防犯、防疫)とされている。シェンゲン協
定は、ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可する協定であり、移民がこの協定の恩恵を受けないように国境を
閉ざすものが、近年の EU 離脱の動きである。

8パスポートとは、1) 申請者の渡航を認め、2) 国籍を有することを証明し、3) 渡航先の国家に対して人身保護を要請する書類のことであ
る。パスポート制度の歴史は日本においては次のようなものであった。1866 年 (慶応 2 年) 江戸幕府が日本人海外渡航の禁制を解き、初の海
外渡航文書を発給した。1878 年 (明治 11 年) 海外旅券規則を制定した。1951 年 (昭和 26 年) 現行の旅券法が制定された。1953 年に日本は
国際民間航空条約 (シカゴ条約) に批准し、ICAO(国際民間航空機関) の国際標準に準拠したパスポートを発給しはじめた。

9ヴィザの免除待遇のある相手国の多さがパスポートの強さ＝国際的な地位の強さを示す。これは必ずしも経済力の大きさとは一致しない。
10無意識のうちに自国を特別視する社会的な仕組みは他にもある。例えば、公文書では「日本」ではなく「我が国」と記載しなければなら
ず、西暦ではなく和暦（年号）を用いることが暗黙のうちに期待されている。公用語は確かにないが、初等教育における「国語」とは日本語
のことである。
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自分が特別に許可されて移動していることを、すなわ

ち、本来は自国の中にとどまっているのが当然なのだ、

と自他共に暗黙に認めてしまっている心情が隠されて

いるのだ。

3.2 民族的な伝統の喪失

我々の生活は民族的な伝統から切り離されている。

伝統的工芸品 11 の数々について、憧れと同時に自分

とは無縁なものという意識を持つ。その工芸品が、か

つては日常的に作られ、用いられたものであることを

知ってはいる。しかし、自分が使うものはその代用品

にすぎず、本物は自分には手の届かないもの、あるい

はぜいたく品である。それが何故高価なものであるの

か、どこでどのように作られているかなど、まるで知

らない。

出所：浄法寺漆芸の殿堂　滴生舎 12

図 2: 浄法寺塗り

漆はかつて塗料としてばかりではなく、漆ロウとし

て、すなわち照明用のエネルギー源としても用いられ

てきた。江戸時代、藩の重要な交易のための物資とし

て生産され、そのために養生掻きで採取されてきた。

その意味では、江戸時代の日常に欠くべからざる消費

材であったと言える。

それ以外にも、我々の日常生活は伝統芸能（祭りや

年中行事など）や伝統的食文化などの数多くの民族的

伝統からかけ離れており、調和を見出しにくい。

3.3 民族主義的な偏見

我々は、我々の祖先がかつて近隣諸国を植民地とし

て支配していたことを知っている。たとえ、その支配

が「大東亜共栄圏」という美名で飾られていたのだと

しても、この過去が少しでも正当化できるものとはと

うてい信じられない。例えば、韓国・天安市の独立記

念館を訪れて平静のままでいられる日本人はおそらく

いないだろう。

我々は、新冷戦、すなわち米国と中国との隠れた闘

争のはざまで、米国派、中国派、独立派 (民族派)に分

かれ、いがみあっている。二つの支配的民族の間の強

大な磁場に引き裂かれ、分極している 15。いずれの集

団も、いがみあいの真の原因を不問に付したまま、自

分の言い分をぶつけあうことでうっぷん晴らし (ヘイ

ト・スピーチ)している 16。そのような行動をとる集

団が自分の同胞であるという事実にいたたまれない気

持ちになる 17。

我々は、諸外国を消費や投資の対象としてしか見な

い。つまり、諸外国に対して観光地や輸入品の産地と

して以外の関心を向けようとしない。他方、生産が話

題になるときには、資源収奪を競い合う相手としてし

か認識しない。例えば、水産資源や海底資源の科学的

共同管理が必要とされているときに、資源ナショナリ

ズムをあおりたて、誰も住んでいない離島の帰属や命

名権などの権利を主張し合っている。これらに加えて
11伝統的工芸品は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(昭和 49 年＝ 1974 年 5 月 25 日法律第 57 号) によって法的に定められてい
る。2014 年 9 月現在で全国に 218 品目存在し、岩手県では南部鉄器、岩谷堂箪笥、秀衡塗、浄法寺塗が指定を受けている。

12http://www.tekiseisha.com/index.html

例えば漆について。今日では国産漆は国内で消費される漆全体の 1%程度 13 でしかなく、大半は輸入品 (主に中国産) である。輸入品なら
ばまだよい方で、実質的に多くの漆器製品は石油化学塗料を用いた模造品である。我々は国産漆の価値 14 を価値として認めるにはほど遠い
日常の消費生活を送っている。そのため、国産漆が使われるのは文化財修復、すなわち過去の遺産を修繕するためにほぼ限定されている。そ
のことがさらに我々の意識から伝統工芸品を遠ざけているのだ。
浄法寺塗の場合、製品出荷直前のつやだしはあえて行われない。利用者の日々の使用の中で自然に磨かれ、芸術品となってゆく。
15これは、旧冷戦（米ソ角逐）の頃も基本的には同じだった。自己の政治的信念は、単に米国側につくか、ソ連側につくか、ということに
過ぎなかった。また、こうした分極は、さらに第二次世界大戦の敗戦前の「連合国」と「枢軸国」(今で言う「有志連合」と「悪の枢軸」) の
対立にさかのぼることができる。

16「ネトウヨ」と俗称される集団の出現。インターネットが普及しはじめ、かつ、バブル経済の崩壊にみまわれた 2000 年代に新卒採用時
期を迎えた 30代後半から 40代にかけての世代で、民族主義的な偏見にとらわれた層を指す。彼らは、日本経済の落ち込みと中国経済の台頭
を自らの「就職氷河期」と呼ばれた頃の体験と重ね合わせ、鬱屈した不満や被害感情、将来への不安などを、外国人排斥の態度として表現し、
ネット掲示板などへ書き込むことによって解消させている。

172017年 4月 14日安倍内閣がヒトラー「我が闘争」を教材として用いて差し支えないと閣議決定した今日において、とりわけそう言える。
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貿易収支不均衡と「為替操作」への非難合戦、低金利

政策という名の近隣窮乏化政策、ダンピング、国内総

生産の順位の競い合いとやっかみなど。

我々は国威発揚しなければならないほど、自分自身

に自信を持てなくなっている。文部科学省の中学「道

徳」教科書は日本の伝統を必死でほめたたえている 18

が、同じだけの尊敬を他国に (特に近隣の他国に)与え

ていない。クール・ジャパン、韓流ブームへの反発な

ど。新しいかたちのファシズムの跳梁跋扈 19。

3.4 小括

まとめると次のようになる。

• 民族意識、民族主義が形成される上で、国境の意
義と国境管理の機能が具体的に問題とされるべ

きこと。

• 民族的な伝統が引き継がれること・失われること
の背後に、歴史的・経済的な法則性が影響してい

ること。文化財が時代を超えて引き継がれると

いうことだけから、民族性が歴史を超越した存

在であるとは言えないこと。

• 民族主義的な偏見が、複数の国家間の政治経済
的対立関係の中で非合理的に形成されること。ま

たそのような意識が、国内統治の都合に合わせ

て利用されていること。

18「国を愛し、伝統の継承と文化の創造を」：「日本には四季があり、美しい風土がある。先人たちは、これらに合った生活様式や文化、産
業などを生み出し、我が国を発達させてきた。これらを受け継ぐとともに、日本人としての自覚をもって、この国を愛し、その一層の発展に
努める態度を養っていきたい。
また、日本の伝統と文化は、時代や国境を越え、海外からも高く評価されている。
現代に生きる私たちは、日本の伝統と文化のすばらしさを知り、その良さを受け継いだ上で、新たな文化を創造し、誇りをもって世界の人々

にも伝えていきたい。」
19古典的なファシズム統治形態とは、ブルジョアジー独裁を本質とする統治形態の一つであった。実体的には、小ブルジョアジーをプロレ
タリアートに敵対させ、現象的には民主主義の破壊 (すなわち議会民主主義的な統治の否定)としてあらわれる。小ブルジョアジーを敵対させ
る手段が、自国のプロレタリアートへの恐怖、他国のプロレタリア移民が流入することへの恐怖である。
新しいファシズムは、プロレタリアートそのものを分断し、より地位の不安定な層をより安定した層に敵対させることにより統治するもの

である。移民の流入が目の敵にされることは同じである。このような恐怖と敵対は、同じ「賃金奴隷」の間でよりましな地位を競わされてい
るにすぎない。
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4 労働の自己疎外と民族

前節でとりあげた「民族」にかかわるさまざまな現

象は、我々の実存（現実存在）が人間本来のあるべき

姿からかい離してしまっていることを示している。こ

のかい離を K.マルクスは「労働の自己疎外」として

描き出している 20。本来の共産主義 (マルクス主義)と

は、このような労働の自己疎外から我々自身を解放す

ることを目指した一つの社会運動（社会的実践）のこ

とであった。

ここでは、労働の自己疎外の諸側面をマルクスの記

述に即して整理し、これがいかに民族問題に直結して

いるかを示す 21。

4.1 労働の自己疎外

労働の自己疎外は、人間本来のありかた＝根源的な

労働過程が、いかにして変質し、そのことによって我々

自身がいかに苦しめられているかを哲学的に表現した

ものである。そのことを我々が自覚して、人間本来の

ありかたを取り戻そうとする行為＝運動が本来の共産

主義である 22。

労働過程は二つの側面、生産と所有を持っている。こ

の二つの側面の関係の変化が労働の自己疎外の発生を

説明し、同時にそこから脱却する道を示す。この運動

が「革命的」(radical)と形容されるのは、「暴力」が前

提とされているからではなく、これが人間本来のあり

かた (root)を取り戻す運動にほかならないからである。

根源的な労働過程：生産と所有の本質的な同一性

マルクスは歴史の原理が「人間生活の生産」である

ことを指摘し、これが「労働における自己の生活の生

産」と「生殖における他人の生活の生産」の二つのモ

メント（契機）から成ることを説明している。ここで

の「自己」「他人」は、必ずしも近代の個人主義的な立

場からのものではなく、現在の世代と次世代、といっ

た意味に解釈するのが適当である。

社会＝社会史の本質は人間生活の生産にあ
る。人間生活の生産は一切の歴史の根本条件で
ある。人間は彼らの生活手段を生産することに
よって、間接的に彼らの物質的生活そのものを
生産する。
・・・生活の生産とは、労働における自己の

生活の生産と生殖 23 における他人の生活の生
産との統一をなす。・・・社会制度は、この二種類
の生産の発展段階、すなわち労働の発展段階と
家族の発展段階により制約される。

次に、生活の生産＝生産的生活について、特にその

主たるモメントである労働過程の内的な構造（すなわ

ち、自己と大地）が分析される。大地なしに生産はで

きないこと、また、人間なしに大地が存在することか

ら、歴史の物質性の自覚＝唯物史観が説明される 24。

生産の本質は、大地に関係しそこから自然物を取得す

ることであり、その意味で生産と所有は本質的に同一

である。この同一性は、後で見るように、実際には失

われている。

生産的生活においてその担い手（実体）であ
る人間は、物質的な生産諸条件＝大地に関係す
る。大地は生活手段の倉庫であり、労働手段の
武器庫である。大地に関係することが所有（土
地所有）にほかならない。
・・・すべての生産は（個人が行うところの）

自然の取得である。この意味で所有（取得する
こと）と生産は同語反復である。
・・・所有は、自然的生産諸条件に対して（自

分のものとして、自分自身の定有とともに与え
られた諸前提として）関係することを意味する。
そこでは、自然的生産諸条件は、人間にとって
自分の延長された肉体とみなされる。人間は、
主体的には自分自身として、また客体的には自
分の生存の自然的な諸条件のうちに、二重に存
在している 25。

最後に、所有の根源的な形態が共同所有であること

が示される。これは人間の本来のありかたである生産
20K. マルクス「経済学＝哲学草稿」(1844)
21労働の自己疎外の内容把握に関して、主に黒田 (1974) にしたがった。
22共産主義とは単なる社会状態の一つではない。
23それ以前の生命史＝進化過程において、生物は外的環境の中で代謝（同化と異化）を行い、その存在を維持する。生物は外的環境に支配さ
れ、変異を通じてのみ外的環境に適応する。生物は単に個体として生存するのではなく、個体の連関＝生物群＝生態として存在している。生態
は採取連関と生殖連関の二側面を持つ。生物にとって、採取連関はあくまでも副次的な役割を持つにすぎず、生殖連関こそが第一義的である。
ところが、社会史においては、上の採取連関と生殖連関の関係は逆転する。前者に対応する生活諸手段の生産とそのために結ばれる生産諸

関係が第一義的な意義を獲得する。後者に対応する生殖＝家族関係は、前者に対する副次的なモメントにすぎなくなる。
24労働過程は、人間と（人間の助力なしに存在する）大地との間でのみおこなわれる。大地は、人間の労働の一般的な対象であり、人間に
対して食糧、既存の生活手段を与える。大地は（労働過程の主体的契機をなす）労働者の物質的自覚において、（非合理な）人間に対立するも
のとして意識される。

25これはデカルト的な自意識とは異なる。河野哲也 (2005) は自閉症者の自意識を「淡い主体」と規定し、これをデカルト的な自意識「鮮
やかな主体」と対比させて説明している。
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的生活が原初的に種族的（共同体的）な生活であるこ

と、すなわち他人の (同胞の)生活の生産というモメン

トを持っているためである。人間は本質的に (血縁に

よって結ばれた)種族として存在し、この種族を自然

発生的な労働組織として活用する。

所有の主体である原始共産体＝種族は抽象的なもの

にすぎず、ここでは単に「社会」と解釈して良い 26。

その共同体の大きさ・範囲はその成員たる個人が、自

分の所属するものとして思い描ける範囲であり、家族・

集落から、村・都市、さらに地域・地方、国・国際社

会・宇宙連邦まで任意に変わり得る。生産の単位、と

いうことから考えれば、農園、作業場、企業、協同組

合などを思い描いても良い。あるいは自治の単位とし

て (パリ)コミューン、(サンクト・ペテルブルグ)ソビ

エトなどを想起しても良い。何を共同体として考える

かは、文脈に応じて変わる。そして、「民族」も共同体

の一つとして数えられることに注意する。

生産的生活＝種族的生活を営む人間は、

a). 種族に対して自己自身 (個人) を本質と
して、

b). 自己に対して種族性を本質として、

、ふるまうような自己意識を持つ主体である。
また、他の種族をも自己の対象とし、それ故に
自己の本質ともなしえる。
所有の根源的形態は共同所有 (原始共産体

における所有)である。所有とは、ある種族 (共
同体)へ所属することを意味する。土地は共同
体の「被有機的肉体」であり、共同体がこの土
地に対して関係することを媒介として、個人は
土地に関係する。このことは、個人が彼の個性
に属す諸前提 (個性の定有様式としての生産の
外的な根源的条件)に対して関係することでも
ある。なぜなら、土地は原料でもあり、用具で
もあり、果実でもあるから。

個人は共同体の成員として共同体に対して自分の個

性を主張するが、他方で所属する共同体の成員にふさ

わしくふるまうことを自分自身に課している。当然、

このことは個人と民族の間にも根源的には (すなわち、

労働の自己疎外のない状況では)成り立つだろう。

さらにマルクスは、「他の種族をも自己の対象とす

る」と指摘している。ここで「対象」というのは、抽象

的な働きかけ＝社会的（政治的）実践の対象のことで

あり、決して収奪・略奪の対象ということではない。ま

たこの働きかけが労働過程の一つであるからこそ、他

種族の現在のありようも自種族の働きかけの結果であ

り、それ故に「自己の本質 (が対象化されたもの)」と

みなされるのである 27。

なお、このような原始共産体が歴史上に実在したか

どうかを議論することは無意味であることは言ってお

くべきだろう。原始共産体は哲学的に把握された限り

での人間の本質から導き出されたものであり、このよ

うな社会が実際にあって歴史上にその痕跡を残したの

だと確証されているわけではない。それにも関わらず、

これが人間の根源的な姿であると確信できるのは、戦

乱、災害などの破滅的な危機に陥った直後に、我々が

ただちにとるであろう組織と行動が原始共産体のそれ

なのだからである 28。

労働の自己疎外：生産と所有の分裂

本質的な同一性をもつ生産と所有はただちに分裂せ

ざるをえない (労働の自己疎外)。可能的労働対象であ

る大地（なわばり＝狩猟対象）に対峙する中で、人間

は協働（つまり役割分担＝労働手段としての労働組織）

を自然に生み出す。また同時に生産物を事後的に分配

する必要が生じる。だから、生産はただちに自然の取

得＝所有を意味するものではなくなる。

ただし、この分裂は固定的なものではなく、一時的＝

可能的なものに過ぎず、分配の完了とともに再び統一

されることに注意する。生産と所有が恒常的に分裂す

るのは、階級の発生を前提とする。

マルクスは私有財産、つまり資本主義的所有を分析

することで、労働が自己疎外されているという認識に

達した。これは次のように、1)人間労働そのものの自

己疎外、2)生産物からの疎外、3)種族生活の疎外、4)

階級分裂を内容とする。

1). 人間労働の自己疎外：労働から内面性（主体性・

自発性）が喪失され、外的合目的性に支配され

る。労働は専門的かつ強制されたものになる。労

働以外の消費生活において衝動性が支配する。つ

まり、動物的諸機能においてのみ自発的となる。
26生殖によって形成される家族・血縁関係に立脚した自然発生的な社会組織こそが、もともとの「種族」の意味であるが、生殖連関が副次
的な地位に追いやられることを考えれば、今日ではもともとの意味にこだわる必要がないことが分かる。

27この考え方を民族紛争にあてはめると、他民族が自民族に戦争責任に対する謝罪と賠償を求めるのは、自民族の本質の現れ（侵略的態度
を他民族に押し付けた過去の結果が自民族の本質とみなされている）というべきだろう。

28災害直後に助け合いが自然に生じる状況は「災害ユートピア」と呼ばれている。普仏戦争がパリ・コミューンを、第一次世界大戦がロシ
ア革命をもたらしたのは理由のないことではない。
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「人間的なものが動物的に、動物的なものが人間

的に」。

2). 生産物からの疎外 (対象的生産物における人間の

自己疎外)：労働生産物はただちに自分のものに

ならない。分配・交換を通じて、はじめて自分の

ものとなる。生産諸手段 (機械など 29)も労働の

成果である生産物の一つではあるが、これら物

質的生産諸力は、労働者を支配・抑圧する破壊力

に転化する。

3). 種族生活の自己疎外：種族生活＝生産的生活が個

人生活＝非生産的生活に転化する。分業の発生。

労働は肉体労働と精神労働に分裂する。すなわ

ちイデオローグが発生する。

4). 階級分裂 (人間の人間からの自己疎外)：疎外され

た生産物を私有する他者への隷属が必然となる。

生産物を物質的基礎とする支配＝隷属の関係が

網の目のように広がる。

マルクスは、資本家の手の中に生産諸手段が資本と

して集中されていることがこうした労働の自己疎外の

直接の原因であることを見出した。資本は、自己の労

働によって獲得されたものではなく、資本の原始蓄積

過程 (労働者と生産諸手段の切り離し)の中で暴力的に

実現されたものである。

疎外からの自己解放：生産と所有の統一

プロレタリア革命は、生産と所有の統一を取り戻す

ことを通じて、疎外されざる労働を実現する目論みで

ある。強制によらず自己の労働能力を自発的に発現で

きる環境を整え、そのことによって更なる人間的な能

力を発達させることこそが目指される 30。

すべての生産諸手段が共有 (「国有化」)される。こ

の「国」はパリ・コミューンによって発見された例外的

な「国家」(コミューン型国家、労働者国家)であり、た

だちに自らの死滅を準備する国家である。人間は、私

有財産を廃絶したのち、プロレタリアートとして平等

になる。つまり、自己の労働以外に社会に与えるもの

がなくなる。プロレタリアートはもとからそうであっ

たし、プロレタリアートでなかった者はその立場に慣

れるだけである。

共有された生産諸手段をどのように共同管理するの

かという問題が残される。単に生産諸手段を共同所有

に移すというだけでは、疎外されざる労働を実現する

という目的は実現されない。ソビエト・ロシアは、生

産諸手段を国家フォンドとして神聖化し (物神崇拝し)、

その神官たるソビエト国家官僚の巨大な位階構造をつ

くりあげた。これは、価値増殖を目的としていないと

いう意味では資本とは異なるが、スターリニズムとい

う新たな種類の労働の自己疎外をもたらした。

生産諸手段の管理＝活用団体 (共同体)＝職場に注目

しよう。現代においては、企業全体ではなく、職場、作

業チームこそが生産の単位となっている。個々の労働

者が、職場にどのように参加し、チームワークを発揮

するのか、が問われるべきである。

• 職場への所属は、人種、家柄、民族、宗派などに
よって差別されるべきだろうか？否。職場におい

て、各構成員の多様な個性がもたらすチームと

しての創造力が重視されている。これは資本主

義経済においては競争に勝利するために強いら

れたものであるが、むしろ疎外されざる社会に

おいてこそ真価が発揮される特性である。職場

への参加資格は、今の多くの職場で実践されて

いるように志願者の熱意が最も重視され、足り

ない部分は職場内教育で補われる。

• 職場で使用される言語に公用語があり得るだろ
うか？否。職場における対等な二人の人間が相

手に自分の言葉の使用を強制できるはずがない。

コミュニケーションが双方向である限り、使われ

る言語はそのコミュニケーションを補佐するため

に最適なものが使われる。必要があれば、新しく

作り出されることさえもあろう (職場における専

門用語、デザイン、記号、論理などとともに)。

• 職場は、一定のテリトリー (領土)を持つだろう

か？否。生産諸手段が必ずしも直接大地に結び付

かない職場がある。例えば商社、旅行会社など。

職場の活動範囲は簡単に従来の国境を超える。た

しかに、すべての生産物が大地に由来するとい
29ラッダイト (機械打ちこわし)運動などは、機械に労働者が感じる反発を直接的に反映したものであって、その意味で歪められた労働運動
の姿と言える。人工知能をめぐる近年の論争も、技術水準は高度化されているものの、本質は同じである。

30粛清が横行し、核によって世界を破滅の淵に陥れようとする社会は、どう言い繕おうとも労働の自己疎外の解消を二の次、三の次にした
ものである。L.D. トロツキーはこのようなありさまのソ連邦を指して「裏切られた革命」の産物と糾弾したのであった。
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う意味で、すべての職場は間接的に大地に結び

ついている。しかし、農地、商業地など、特定の

土地利用区分にすべての職場が縛られるわけで

はない。この社会において「ユダヤ人問題」は存

在し得ない。

• 職場への帰属は一生変えられないだろうか？否。
職業選択 (変更)の自由、従って、帰属する職場

からの転出と別の職場への転入の自由 (異動の自

由)が認められるべきである。そうでなければ、

我々は、種族生活の自己疎外 (分業の固定化)を

免れない。むしろ、同時に複数の職場に所属する

こと (兼業)さえも認められるべきである 31。

• その職場で管理する生産諸手段は神聖不可侵な
ものだろうか？否。その職場が、生産諸手段の更

新計画策定においてイニシアティブを発揮する

べきである。国家的な指令による生産諸手段の

更新が行われるということは、頭脳労働と肉体

労働があいかわらず分裂していることを示す。生

産諸手段を使用する労働者たちがみずからその

改良を提起しなければならない。

• 職場間の関係 (生産管理)については何が言える

だろうか？各職場が勝手きままに生産できるわ

けではなく、全社会的に生産調整が行われなけれ

ばならない 32。このような生産調整は、経済原

則に従って行われ、労働者の職場異動の範囲と、

生産諸手段の更新の度合いを規定する (その具体

的な方法が労働証書制 33である)。官僚による恣

意的な経済計画によって調整されるものではけっ

してない。

もはや明らかであろう。民族的な (すなわち民族が保

有する)生産諸手段があるのではない。ある民族をはぐ

くんできた生産諸手段の引継ぎがあるだけである。職

場の構成員が、どのような民族性を持つか、どのよう

な宗派を信じるかはその構成員の個性であり、「私事」

である。その個性が偶然に職場に活用されることがあ

るかもしれないが (ハラール食を提供する食品製造業

など)、本来はそれら個性は職場での対等な人間関係の

中で対処されるべきことである。

プロレタリアート革命は、「国境」管理の意味を劇的

に変えてしまうだろう。

• 「国境」管理は主に防疫と生態系の保護の観点か
ら自然科学的になされるようになる。交通路を

通じた伝染病のひろがりを予防し、生態系にとっ

て望ましからぬ外来生物の侵入を防ぐための生

物科学的な「国境」計画が重要となる。

• 資源 (エネルギー、鉱物、水産資源)の共同管理

のためには、必ずしも従来の国境は必要とされ

ない。むしろ共同で管理されるべき地域・水域・

空域の設定が重視される。エネルギーについて

は地球環境保護の観点から域内循環が重視され、

石油・石炭資源については全量が地球温暖化ガス

の排出規制と連動して管理されるだろう。レア・

アースについても同様の対策がなされる。水産

資源については、資源の持続 (再生)可能性を考

慮した漁獲計画が水域とそこに生息する魚種ご

とに策定される。従来のような国家間の「オリン

ピック方式」での漁獲競争は廃止される 34。

• 国防・防犯の観点の比重は極端に小さくなる。す
べての資源は生産諸手段として共同管理される

のだから、それらを窃盗や略奪から防衛する必

要性がなくなるからである。経済的な動機に基

づく犯罪は消失し、それ以外の「犯罪」を捜査す

る都合から「国境」が残されるかもしれない。

• 最後に、労働者移動 (移民)、生産諸手段の移転

の制限としての税関の機能は不要となる。これ

らは経済原則に従った労働者と生産物の分配機

構にとって代わられる。

つまり、「国境」管理の意味が従来のものから完全に
31私有財産と企業間競争が廃絶された時点で兼業規制はその意味を失う。またこの兼業は今日見られるような生計費をかせぐために強いら
れる副業のことではない。マルクスは「ドイツ・イデオロギー」の中で次のように述べている。「他方、各人が活動の排他的な領域をもつので
はなく、むしろそれぞれの任意の部門で自分を発達させることができる共産主義社会においては、社会が全般的生産を規制し、そして、まさ
にそのことによって私は、今日はこれをし、明日はあれをするということができるようになり、狩人、漁師、牧人あるいは批判家になること
なしに、私がまさに好きなように、朝には狩りをし、午後には釣りをし、夕方には牧畜を営み、そして食後には批判をするということができ
るようになる」

32この生産調整がなされる範囲が「労働者国家」に相当する。しかし、通信網の発達した今日においてその規模は全地球的になったと考え
るべきである。

33付録 B を参照のこと。
34日本経済新聞「水産庁、クロマグロ漁獲枠を追加配分　枠超過後も公認」(2017/5/1)を参照のこと。水産庁は太平洋マグロについて日本
に割り当てられた漁獲上限枠を超えたにも関わらず、一部の県に漁獲枠を追加配分した。また配分の根拠を公表することについても拒否した。
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転換される以上、「民族自決権」の意味も従来のものと

まったく同じではありえないのである。

4.2 労働の自己疎外としての民族現象

ここでは民族的諸現象が労働の自己疎外の結果のひ

とつであることを示す。

民族主義的な偏見はどのように生まれるか

民族主義的な偏見は階級対立を起源とし、階級ごと

に異なった態様で生まれてくる。この意味で、民族は

超階級的な (無階級的な)ものではありえない。レーニ

ン (1914.2)35は封建地主、ブルジョアジーの民族意識

の違いを詳論している。ブルジョアジーの民族主義の

目的が自国の特権 (特別な利害)を防衛することである

のに対して、プロレタリアートは本来非協力 (中立)の

態度を貫く。これは労働者が経済闘争 (ゼネストなど)

でブルジョアジー (の生産)への非協力の態度を示すこ

とと同じである。

「官僚制度」・・・および貴族連合会型の封建
地主の立場は周知のことである。すなわち、諸
民族の同権と自決権との無条件の否定。農奴制
時代からうけつがれた古いスローガン――専制
政治。ギリシャ正教、民族、しかもこれは大ロ
シア人の民族をさしている。ウクライナ人さえ
が「異民族」だと宣言され、彼らの母語は迫害
されている。
・・・1909年の経験、このとき大ロシア・ブ

ルジョアジーは、自分らの民族的特権がどうな
るかとおそれ、自分らのおどかしかた (「国家
の崩壊」の危険を持ち出すこと)でカデット党
をおどした。
・・・諸民族の政治的自決の原則に自由主義

者 (ブルジョアジー) が敵意を持つ真の階級的
意義は、ただひとつ、すなわち、民族＝自由主
義、大ロシア・ブルジョアジーの国家的特権の
擁護である。そして、・・・小ブルジョアジーなど
は、・・・民族＝自由主義の尻にくっついて、労
働者階級を民族＝自由主義の思想で堕落させて
いる。
・・・資本主義は、多民族国家のばあいにも、

個々の民族国家のばあいにも、いずれにせよ発
展しているし、こんごも発展するだろう。どち
らにしても、賃金労働者 (プロレタリアート)が
搾取の対象とされることにかわりはない。そし
て、プロレタリアートが搾取に反対して成功的
にたたかうためには、プロレタリアートが民族

主義から独立していること、各民族のブルジョ
アジーの覇権をめぐる闘争で、いわば完全に中
立であることが必要である。

レーニン (1914.2)はさらにブルジョアジーが自己の

階級的な利害を一般的な利害として押し出すこと、そ

のことによって国内を統治すること (ブルジョアジー

独裁)を示している。これはマルクスが「ドイツ・イデ

オロギー」において解明した国家本質論 (国家創造論)

に依拠した記述である 36。

・・・あらゆるブルジョアジーは、民族問題
においてつねに、自民族のための特権か、それ
とも自民族にだけとくに利益になることを要求
する。そして、これが＜実際的＞だと名づけら
れているのだ。プロレタリアートはすべての例
外に反対する。
・・・プロレタリアートにとってたいせつなこ

とは、自分らの階級の発展を保証することであ
る。ブルジョアジーにとってたいせつなことは、
＜自分らの＞民族の任務をプロレタリアートの
任務よりも上におくことによって、プロレタリ
アートの階級の発展をさまたげることである。
・・・他の諸民族を圧迫する民族は自由であ

りうるだろうか？ありえない。大ロシアの住民
の自由のためには、このような圧迫との闘争が
必要である。被圧迫民族の運動にたいする圧迫
の長い世紀の歴史・・・は、いろいろの偏見その
他のかたちで、大ロシアの人民自身の自由の事
業にたいして巨大な障害をつくりだした。・・・大
ロシア民族のプロレタリアートは、これらの偏
見と系統的にたたかわなければ、自分自身の目
的を実現することができないし、自由への道を
はききよめることもできない。

さらにレーニン (1913)37は小ブルジョアジーの民族

意識について次のように述べている。

・・・小ブルジョアジーの絶望 (民族的不和に
対する見込みのない闘争)と急進的＝民主主義
的改革および社会主義運動に対する恐怖・・・

レーニン (1914.2)はプロレタリアの即自的な (ある

がままの)意識は地主、ブルジョアジー、小ブルジョア

ジーの民族意識からの影響を免れないことを指摘して

いる (また、だからこそ R.ルクセンブルグのようにプ

ロレタリア運動の自然発生性に無批判に信頼を寄せる

ことができなかった)。これは、まさしく人間の種族生

活からの自己疎外のあらわれにほかならない。
35レーニン「民族自決権について」(1914)
36だから民族国家は資本主義の黎明期において標準的な国家形態とみなされ、多民族国家はそれからの逸脱とされる。また＜民族＞は実際に
はその標準的国家の形式的な枠組みを示すものにすぎない。この観点はレーニン「国家と革命」にはそれほど生かされなかったように見える。

37レーニン「民族問題に関するテーゼ」(1913)
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・・・被圧迫民族の中では、プロレタリア―
トを独立の党に組織することは、しばしばその
民族の民族主義との極めて激しい闘争をまねく
ので、全体の展望が歪められ、圧迫民族の民族
主義がわすれられてしまう。
・・・マルクスは、圧迫民族に属するこの社

会主義者に、被圧迫民族にたいする彼の態度を
問いただし、たちまち、支配民族の社会主義者
に共通な欠点を暴露している。すなわち、圧迫
されている諸民族にたいする社会主義的義務の
無理解、「強大国」のブルジョアジーからうけつ
いだ偏見のおうむがえしがそれである。
・・・ひとたび大衆的な民族運動がおこった

ときに、この運動をあっさり片づけること、こ
の運動のなかの進歩的な要素を支持することを
拒否するのは、事実上、民族主義的偏見に陥る
こと、すなわち「自」民族を、「模範民族」(す
なわち、・・・国家をつくる排他的な特権を持つ民
族)だとみとめることである。

続けてレーニン (1914.2)はマルクス (1866)の次のよ

うな指摘を引用している。すなわち、インターナショ

ナル評議員でさえも、自民族への吸収という形で民族

主義的な偏見のとりこになっている。

昨日、インターナショナル評議会で現在の
戦争 (普墺戦争と北ドイツ連邦の結成)の問題に
ついて討論が行われた。討論は、一般に＜民族
問題＞とそれに対して我々のとるべき態度の問
題になった。
＜民族＞を廃止してしまったラファルグ 38

他は、「フランス語」で、すなわち聴衆の 10分
の 9 には分からない言葉で我々に話しかけた。
ラファルグは＜民族の否定＞ということを、模
範民族たるフランス民族への吸収、というふう
に無意識のうちに理解している。

民族的な伝統はどのようにして失われるか

まず我々はすべからく資本の原始蓄積を通じて生産

手段たる大地から切り離され、プロレタリアートとし

て実存していることに目を向けなければならない。か

つての民族的な伝統は、まがりなりにも我々が大地と

結びついていた記憶に由来するものである。

例えば、地域社会で維持される年中行事は、主要産

業である農作業の手順によって区分される一年間の節

目を農事として農家の間で共有するためのものであり、

それが実質的な内容を失い形式だけが残されたものだ

と言える。確かに、こうした行事が今でもなお人々を

ひきつけ、地域社会の細々とした命脈をつなぐために

役立っていることは否定できない。しかし、これはい

つ失われてもおかしくない。

資本主義の価値法則のもとでは、資本制の成立以前

に形成され、かたちだけ残っている民族的伝統を維持

することは困難である。また、そうした残存そのもの

も資本主義の不均等発展の結果によるものだというこ

とに注意しなければならない。すなわち、資本の生産

力の強大化により、相対的過剰人口の創出はわずかで

済むようになった。そのことによって、遅れて資本主

義化した国においては、前近代的な産業、しきたりが

残される余地があったのだと言える 39。

資本は、かつては植民地支配によって、現在は資本

の直接投資というかたちで、グローバル経済をかたち

づくっている。そのことによって、資本主義の未発達

であった国は急速に開発され、その国での民族的な伝

統を破壊する。その結果が民族＝宗教的対立として現

象している。

我々は何故国境に閉じ込められているか

まず私有財産の存在をあげなければならない。資本

制の社会のもとでは「国富」とは、すべてが私有財産

のことであり、「膨大なる商品集積」のことである。私

有財産を守ることが国家の仕事であるが、これは労働

者個人のたくわえや家屋を守るということではなく、

資本＝生産諸手段としての大地を守ることにほかなら

ない。「国民の財産を守る」という表現は、ブルジョア

ジーの特殊利害である私有財産の保全を国家的な (す

なわち、普遍的かつ幻想的な)利害として、おしだす

ものにすぎない。

他方、プロレタリアートにとっては、本来は自己の

労働力以外には社会に与えるものをもたない (その意

味でプロレタリアートは「祖国」をもたない)。しかし

労働力商品としての自己の存在そのものが守られるべ

き「国富」の一部をなしている。そのため、許可なく

勝手に国境の外に出ることは禁じられ、また、国境の

外においては、国家による庇護のもとにおかれる (「在

外邦人の保護」という名において)。すなわち、保護さ

れると同時に閉じ込められている。
38P. ラファルグは J. ゲードとともにフランス労働党の指導者。K. マルクスの二女と結婚した。
39宇野弘蔵は「経済政策論」(1936)で、いわゆる資本主義の段階論を提唱した。すなわち、資本主義には、その支配的な資本の蓄積様式に
よって区別される、重商主義、産業資本主義 (自由主義)、金融資本主義 (帝国主義)の諸段階がある。帝国主義の段階では後進国には資本構成
が高度な生産諸手段が移入されることから、それ以前の段階で大量に必要とされたプロレタリアートをそれほど必要とせず、資本主義的原始
蓄積が不徹底に終わり、封建的な生産諸関係が残存する (明治維新)。
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このような私有財産としての「国富」のありかたは、

それ以前の、奴隷制、封建制などの階級社会から資本

制社会が受け継いだものである。そこでは、長らく他

民族 (の領地・領民)の征服、略奪が正当化されてきた。

資本制社会においても、その本質は変わっていない。

4.3 小括

まとめると次のようになる。

• 民族にかかわる現象の本質は労働の自己疎外で
ある。すなわち、生産と所有の統一が失われてい

ることに民族問題の根がある。

• 生産と所有の統一された社会、すなわち労働そ
のものがその本性のままに可能性を自己展開で

きる社会においては、「民族」は「宗派」ととも

に「私事」となる。しかし、労働の自己疎外のも

とでは (階級社会においては)、残念ながらそう

ではない。

• 同じく、生産と所有が統一された社会において、
国境 (管理)の意味は劇的に変わる。ゆえに、「民

族自決権」(すなわち、諸民族が自らを分離し、

国家を形成する＝主権を持つ権利)も、階級社会

におけるそれとはまったく同じではありえない。
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5 民族の自決権をめぐる論争

ここでは民族自決をめぐる、レーニンを中心とした

論争を整理する。必要に応じて、マルクス主義の理論

史の中で民族がどのように位置づけられたかを振り返

る。論争について、前期と後期をわける。

前期は第一次世界大戦の勃発前後であり、第二イン

ターナショナルの祖国擁護に対してレーニンが革命的

祖国敗北主義を提起し、「帝国主義戦争を内乱へ」とい

うスローガンを打ち出すまで 40 を取り扱う。

後期はロシア革命前後であり、社会主義社会におい

て民族自決のスローガンはいかに取り扱われるべきか

の議論に関わる。

重要なポイントになるのは、マルクス「ゴータ綱領

批判」の解釈である。本稿では、以下を区別する。

A. 過渡期社会

B. 共産主義の第一段階（社会主義社会）

C. 共産主義の第二段階（狭義の共産主義社会）

5.1 属人的民族原理と連邦制

オーストリア社会民主労働党の挫折

起点として、オーストリアのマルクス主義者たちが

提唱した属人的民族原理 41を取り上げる。この考えは

当時のマルクス主義理論家の間で厳しい批判を浴びた。

関連年表を表 1に掲げる。当時の論争の舞台はウィー

ン体制崩壊後のハプスブルグ帝国 (オーストリア＝ハ

ンガリー二重帝国)であった。この国は図 3に示すよ

うに当時から諸民族が入り混じっていた。太田 (2004)

はこの国の状況を次のように描写している。

第一次世界大戦以前のオーストリアにおけ
る錯綜した民族問題は、この君主国の成り立ち
がハプスブルク家という中世以来のヨーロツパ
における最も栄光に満ちた王家の盛衰と結びつ
いていることに淵源している。神聖ローマ帝国
の帝位を長らく独占したこの王家は、戦争や婚
姻によって家領を拡大していった。この家領は
帝国直属地 (Kronland)と呼ばれるが、ハプス
ブルク君主国とは、この帝室直属地の連合体と
も言うべき政治体であり、そこに住む領民は、
種々様々な種族 (民族)から構成されていた。

レーニン (1914.2)はこの状況を革命の挫折の結果う

まれた「特異な情勢」と表現している。

オーストリアでは、この (ブルジョア)革命
は 1848年にはじまり、1867年に終わった 42。
そのとき以来・・・だいたいにおいて確立したブ
ルジョア憲法が支配し、この憲法にもとづいて
合法的な労働者党が合法的に活動している。

・・・オーストリアは長い間ドイツ人が支配的
であった国家だというだけではない。オースト
リア系ドイツ人は、ドイツ民族全体の中でヘゲ
モニーを勝ち取ろうという野望をもっていた。
この「野望」は・・・1866年の戦争で打ち砕かれ
た 43。オーストリアで支配的な民族であるドイ
ツ民族は 1871年に最終的に形成された独立ド
イツ国家の境界の外におかれた。他方、独立民
族国家を創立しようとしたハンガリア人の企て
は、はやくも 1849年にロシアの農奴の軍隊の
攻撃のもとに失敗のうきめを見た 44。

このようにして。きわめて特異な情勢がつ
くりだされた。すなわち、ハンガリア人、つい
でチェコ人としては、オーストリアから分離す
るのではなくて、逆に、ほかならぬ民族の独立
を守るために、オーストリアの保全を維持する
ことにこそ心が惹かれたのである！その独立は、
より侵略的で強力な隣国によってまったくおし
つぶされたかもしれなかったのだ。オーストリ
アは、この特異な事情のために、二つの中心を
もつ国家になってしまい、いまやさらに三つの
中心 (ドイツ、ハンガリア、スラブ)をもつ国家
になりつつある。

オーストリア社会民主労働党は 1888年のハインフェ

ルト大会において、ラサール派とマルクス派の合同に

より結党された。この合同は 1875年のラサール派・ア

イゼナハ派の合同によるドイツ社会主義労働者党の結

党 (ゴータ大会)に倣って、V.アドラーの指導のもと

で実現されたものだった。しかし、両派の合同は後で

見るようにイデオロギー (革命理論)上の統合にまで進

んだとはいいがたいものだった。

1897年のヴィンベルグ大会 45以降、民族別 (ドイツ

人、チェコ人、ポーランド人、ルテニア人＝ウクライ

ナ人、南スラブ人＝スロヴェニア人、イタリア人)の党

組織構成がとられた。これは「小インターナショナル」
401915 年 9 月、ツィンメルワルト会議においてレーニンは「社会主義と戦争」を配布。1916 年「帝国主義論」を刊行。
41「文化的＝民族自治制」の名で知られているが、提唱者たち自身がこの用語を用いていない以上、本稿でも用いない。
421848 年「諸国民の春」、1867 年「ハプスブルグ帝国成立＝アウグスライヒ」。
431866 年の普墺戦争のこと。これによりドイツ連邦は解体した。
441848 年のハンガリー革命のこと。1848 年に起き、その翌年に制圧された。
45この党組織編成は、ハプスブルグ帝国において普通選挙が実施され、同党が帝国議会に進出したこと (大衆路線をとったこと)に対応して
いる。これが党組織の弱体化を招いた、とするレーニンの批判は正しい。
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として肯定的に評価されるむきもあるが、ドイツ人と

チェコ人の対立を内部に抱え込むものでもあった 46。

図 3: ハプスブルグ帝国の民族構成

1897年のボヘミアでの選挙で青年チェコ党が圧勝す

ると、当時のバデニー内閣はチェコ人の協力をとりつ

けるために「新言語令」を発した。これはボヘミア、モ

ラヴィアにおける行政事務におけるドイツ語とチェコ

語の完全平等を定めたものであり、この国の官僚階層

を占めていたドイツ人の激しい反発をもたらした 47。

この事件に対するオーストリア社会民主労働党の反

応は、太田 (2004)によれば以下のようなものであった。

バデニー言語令を発端とするオーストリア
内の民族紛争が、労働者階級の団結にとって不
利なだけでなく、オーストリア政治の土俵その
ものを破壊するものであることを憂慮した党指
導部は、 民族綱領の作成の必要性を感じた。
カウツキーは, 自ら主宰する社会主義雑誌

『ノイエ・ツァイト』に「オーストリアにおけ
る諸民族の闘争と国法」(Kautsky1898)を発表
し、連邦主義的国家制度を提案した。

1899年、ブリュン民族綱領 48 が定められた。これ

はハプスブルグ帝国の連邦国家への改組を目指したも

のである。綱領委員会にカウツキー本人は参加してい

ないものの、この綱領はカウツキーの論文を基軸とし

てとりまとめられたものと言える。

表 1: オーストリアの民族問題年表

年 事項

1888 オーストリア社会民主労働党の結党

1897 ヴィンベルグ大会

バデニー「新言語令」

1898 K.カウツキー,「オーストリアにおける諸民

族の闘争と国法」

1899 K.レンナー,『国家と民族』

ブリュン綱領

1907 O.バウアー,『多民族問題と社会民主党』

1911 チェコ人の離脱 (チェコ社会民主党)

1914 第一次世界大戦

1918 二重帝国の崩壊

ところが、ブリュン大会直前に、K.レンナーは『国

家と民族』を発表しており、これはブリュン綱領 (属地

的民族原理)とまったく対立するものであった (属人的

民族原理)。

レンナーのアイデアは太田 (2004)、上条 (2008)によ

れば次のようなものであった。

• 国家と民族は、それぞれ属地的原理、属人的原
理という互いに異なる編成原理に従っている。ナ

ショナリズムとは二つの原理の一致を性急に追

い求めることであり、放置するならば政治的秩序

の崩壊 (国家の崩壊)を招く。

• 国家を求める闘争は、野蛮で無規制な闘争→武
力自衛闘争→法に基づく闘争、と進歩する。

46結果的には、1911 年のチェコ人の離脱 (チェコ社会民主党の結成) をもたらした。レーニン (1913) は次のように述べている。「このあき
らかに妥協的な (そして、国際主義の見地から見れば不満足な) 綱領 (ブリュン民族綱領) でさえも、当のオーストリアで完全に失敗に終わっ
たこと。というのは、妥協は平和をもたらさないで、チェコ人分離主義者の脱退という結果にみちびいたからであること。・・・チェコ人分離主
義者たちは、コペンハーゲン大会での席上でインターナショナル全体から満場一致で非難された・・・。・・・バウアー自身、今日オーストリアの
党を分裂に導いた＜民族的構造＞を、矛盾した、不安定なものと考えているのである。」(レーニン「民族問題 (ラトヴィア地方社会民主党第
四大会への綱領草案から)」1913)

47この言語令は結局のところ 1899 年に撤回されている。
48この綱領は次の 5 項目からなる。「1. オーストリアは民主主義的多民族連邦国家に改造されるべきである。2. 歴史的な帝室直属地の代わ
りに、民族的に区切られた自治行政団体が形成され、その立法と行政は、普通・平等・直接選挙権に基づいて選出された民族会議によって遂
行される。3. 同一民族の全自治行政領域はともに民族的に統一されたひとつの連合を形成し、この連合が自己の民族的案件を完全に自律的に
処理する。4.民族的マイノリティの権利は、帝国議会によって決議されるべき特別な法律によつて保障される。5,いかなる民族的特権をも認
めないがゆえに、国家語の要求を拒否する。どの程度まで媒介語を必要とするかは、帝国議会が決めるだろう。」(太田 2006)
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• 国家自体は、民族国家→多民族国家→世界国家、
と世界史的な必然性をもって進歩する。国家は死

滅しない。

• 個人がどの民族に属するかは、個人の「自由な民
族性宣言」(主観的な意識)に基づく「民族台帳へ

の登録」による。民族に対し法的人格を賦与し、

民族的自治政府をつくる。これは主権を持たず、

その上位にある連邦国家からの委任事務 (一般行

政事務と区別された教育・福祉・文化等の民族的

な問題にかかわる特殊行政事務)を行う。

• 民族問題の解決は次のような論理に従う。法に基
づく人類の「平和と自由」→法秩序を保証する国

家→ (連邦)国家に組み込まれることによる「民

族の自由＝自決＝自治」。

レンナーの考えはその後、O.バウアー『多民族問題

と社会民主党』(1907)に引き継がれており、両者の考

えは当時も、また現在でもほぼ同一のものと思われて

いる 49。しかし、1914年の第一次世界大戦は、祖国防

衛戦争の是非をめぐっての右派 (レンナー)と左派 (F.

アドラー、バウアー)の対立をもたらした 50。結局の

ところ民族綱領の存在はナショナリズムと民族運動の

隆盛を収めるものとはならず、1918年の二重帝国の崩

壊を押しとどめることは出来なかった。

前衛党論の領域での批判

我々は、上のようなオーストリア社会民主労働党の

挫折を、前衛党論の領域と、国家論の領域とを区別し

た上で評価しなければならない。つまり、オーストリ

ア社会民主労働党が党組織の民族的編成をまねて連邦

国家を構想したのだとしても、両者は本来は同じもの

ではないということに注意するべきである。

そもそも前衛党とは何か。労働の自己疎外からの脱

却を目指すプロレタリアートは、即自的な団結形態で

ある労働組合とは別に向自的な、より高度な段階の団

結形態を組織する。これが前衛党である。前衛党がオー

ストリア社会民主労働党のように大衆政党化してしま

うこと (メンシェビズム)は、プロレタリアートが即自

的に持っている民族主義的偏見の多くを党内に引き入

れてしまうことを意味する。また党組織を民族連合と

して組織化することは、こうした民族主義的偏見を固

定化してしまうことをも意味する。レーニンのボルシェ

ビズムは、前衛党の党員資格を制限することによって

党の理論水準の高度化と党員の意思の統一をはかり、

前衛党と階級とが相互止揚する機構を意識的に組み立

てたものである。そのような仕組みを整えた上で、前

述のように、前衛党の党員は自覚したプロレタリアー

トとして、他者の、そして自分自身の民族主義的偏見

と実際に闘わなければならない。

上の意味で、R. ルクセンブルグにあてたレーニン

(1916.7)51 の次の批判はバウアーに対しても妥当する

のである。

ユニウス (ルクセンブルグ)は、分裂を恐れ、
革命的スローガンをしまいまで言い切ることを
おそれるドイツの、しかも左翼社会民主主義者
の「環境」から完全には解放されていなかった。
・・・あきらかにユニウスは、悪名をのこし

た、メンシェビキ的な (メンシュビキ流の)＜段
階の理論＞に似たものを実現しようと欲したの
である。すなわち、・・・「一般受けのする」、小ブ
ルジョアジーの受け入れやすい一端からはじめ
ようと欲した・・・。
・・・ユニウスの小冊子にのうちには、孤独者

がいるような感じがする。すなわち、彼には、革
命的スローガンを終局まで考え抜き、これらの
スローガンの精神で大衆を系統的に教育するこ
とに慣れた、非合法組織の同志がついていない。

国家論の領域での批判

レンナーの国家論が上に見たとおり、まったくのラ

サール流の考え方に基礎をおいている以上、マルクス

主義者たるバウアーはこれに依拠するべきでなかった。

それにも関わらず、彼がレンナーの発想の非プロレタ
49太田 (2004) は、また上条 (2008) も両者の考え方には根本的な違いがあると論じている (レーニンは両者を区別していないように見え
る)。本稿も太田と上条の見解が基本的に正しいと見る。
太田 (2004) は次のように述べている。「レンナー自身、このアイデアを、マルクス主義文献の検討からではなく、1848 年革命の挫折とそ

れ以後のオーストリアの歴史を検討するなかから案出したのである。」ここで、1848 年の革命とは、ヨーロッパ各地で起き、ウィーン体制の
崩壊を招いた一連の革命 (「諸国民の春」)のことを指す。レンナーの国家論は、マルクス派のそれではなく、ラサール派の考えを引き継いだ
もののように見える。言い換えれば、オーストリア社会民主労働党内部でのイデオロギー闘争が不徹底のまま、根本的な革命理論の違いを抱
えたままに放置されている。

50上条 (2008) によれば、バウアーはレンナーを次のように批判したそうである。「ナショナリズムとインターナショナリズムの点では、バ
ウアーは自分こそがインターナショナリズムの立場に立ち、反対にレンナーがナショナリズムに陥っていると批判する。つまり、レンナーは，
多民族国家オーストリアの維持を固守するために、官憲政府と民族主義的なドイツ人ブルジョアジーと協力する立場に立っている。レンナー
がかかる立場に立つことによって、インターナショナルの再建、国際労働者階級の階級闘争を妨げ、将来の民主主義革命を妨げているという。」
このバウアーによる批判は妥当である。

51レーニン「ユニウスの小冊子について」(1916)
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リア性に気がつかなかったのはなぜか。おそらくは、

＜ハプスブルグ帝国の連邦国家化＞という自身の方針

が形式的にはレンナーのものと一致していたこと、ま

たその方針がカウツキーの権威に由来していたことが

理由ではないかと推論できる。バウアーは、結局のと

ころカウツキー構想の非現実性 (複雑な民族混在状況

を属地原理で処理しうると考えたこと)を、レンナー構

想 (属人原理)によって補完することで満足してしまっ

た 52。

次にカウツキー民族理論の問題が取り上げられなけ

ればならない。カウツキーは民族の標章として、土地

と言語の共通性をとりあげているが、これは素朴な唯

物主義と言うべきである。もしも、土地と言語を共有

している人類が自動的に一つの民族を形成するものな

らば、そもそも民族問題は発生し得ない。土地を奪わ

れ (生産手段としての大地から切り離され)、移住を強

制されることが強烈な民族主義を生み出すのではない

か。言語について、カウツキーは非支配的な民族が支

配的な民族の言語を採用し、そのことによって民族の

融合がもたらされると論じている。これはカウツキー

自身の (ドイツ系オーストリア人としての)民族主義的

偏見がそのまま理論化されたものではないか 53。

確かに言語令への対応が民族綱領をめぐる議論のは

じまりであったのだとしても、これは単なる抽象的な

言語の問題ではない。官吏の採用に際して特定の言語

の強制により特定の民族に不利になったり、有利になっ

たりすることが真の問題 54であり、しかもそれ以前に

官吏が特権的な職業となっていることにこそ問題があ

る。コミューン型国家の原則に従い、公務員給与を他

の労働者のそれと同じ水準まで引き下げるならば、こ

の職業を占有することに労働者が利益を見出すことは

なくなるはずである。

なお、カウツキーは民族の知識人に関して次のよう

に論じているが、これはプロパガンダの方法論の問題

をブルジョア革命における知識階級の役割にすり替え

る議論である 55。

進歩しつつある商品生産とともに、民族の
中に自分固有の言語を話す知識階級、つまり、
民族的な知識人を所有する必要が生ずるので、
言語文化への要求は、形式において民族的文化
への要求の形式をとり、その内容の方はかなり
国際的な性質のものであるだろう。
社会主義のプロパガンダと組織は、内容に

おいては国際的であっても、形式においては民
族的でなければならない。

5.2 帝国主義戦争と革命的祖国敗北主義

次に、第一次世界大戦についてとりあげる必要があ

る (表 2)。第一次世界大戦は、サラエヴォ事件 56に端

を発し、欧州を二分する総力戦に発展した。総力戦で

あることから、一方では「城内平和 (ブルク・フリー

デン)」、「神聖同盟 (ユニオン・サクレ)」への支持＝第

二インターナショナルの崩壊、他方ではレーニン「帝

国主義論」の確立と革命的祖国敗北主義の提起につな

がった。後者はロシア十月革命によるソビエト政権の

樹立を実現した。

十月革命後、ソビエト政権とドイツ帝国との講和 (ブ

レスト＝リトフスク条約)がなされたが、政権内では

講和の是非をめぐって激しい党内論争が起こなわれた。

ドイツ帝国においても、キール軍港の反乱をきっかけ

にレーテ (評議会)が各地に形成されたが、労働者国家

の組織化には至らず、ドイツ革命は挫折のうきめを見

た。また、この挫折は後のナチス・ドイツを生み出す

土壌を作り上げた。

ここで検討されるべき事柄は、1)第一次世界大戦の

勃発と同時に第二インターナショナルが崩壊したのは

なぜか (そこで民族主義はどのような役割を果たした

か)、2)ロシア革命にとってブレスト＝リトフスク条約

はどのような意味を持っていたか、3)ロシア革命とド

イツ革命の命運を分けたものは何か (スパルタクス団

による分派闘争の質)、である。

52ソ連崩壊後のユーゴスラビアで起きた民族浄化 (エスニック・クレンジング)を思い起こせば、カウツキーの説く属地原理による連邦国家
形成もその当時から現実的ではなかったと思われる。なお、この民族浄化の意味について、酒田 (2003) を参照のこと。

53バウアー・カウツキー論争において、バウアーの見解の方により理がある。しかし、レーニンはそのことには気が付かなかったようである。
54田中 (2000) は、レーニンが「言語は人間の最も重要な伝達手段である」という説明にに対して、次のように反論している。「このような
定義によっては、人類にとって重要であるはずのこの＜伝達手段＞がなぜ単一ではないのか、なぜ集団ごとに別々の通じない手段になってい
るのか、つまり＜伝達の手段＞が同時に＜非伝達の手段＞であるのはなぜか、ということに気づかせてくれない。」この田中の指摘は正しい。
さらに言えば、史的唯物論における言語理論は＜非伝達の手段＞としての言語の研究に焦点を当てて研究されるべきである。

55これに対してレーニンは、正しくもすべての言語でのプロパガンダを対置している。「民族問題にかんするテーゼ」(1913) のテーゼ 8 を
参照。

56オーストリアの「皇位継承者」夫妻がサラエヴォ(ボスニア)において、セルビアの民族主義団体 (「ブラックハンド」)により暗殺された
こと。当時、ボスニアはオーストリアに併合されており、そのことでハプスブルグの皇室はロシア系セルビア人の民族主義的な怒りのまとに
なっていた。しかし、「皇太子」ではなく「皇位継承者」という呼称が暗示するように、ハプスブルグ帝国は既に自壊の過程にあったと言え
る。戦争の本質はドイツ帝国とロシア帝国との帝国主義戦争であり、オーストリアとセルビアはその代理人でしかなかった。
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表 2: 第一次世界大戦年表

年 事項

1914 サラエヴォ事件

オーストリアがセルビアに宣戦布告

城内平和・第二インターナショナル崩壊

スパルタクス団創設

トロツキー,「戦争とインターナショナル」

1915 ツィンメルワルト会議

レーニン・ジノヴィエフ,「社会主義と戦争」

1916 ルクセンブルグ,「社会民主党の危機」

レーニン,「帝国主義論」

1917 アメリカ参戦 (ルシタニア号事件)

ロシア 3月革命

レーニン,「4月テーゼ」「国家と革命」

ロシア十月革命

ブレスト＝リトフスク条約

1918 ウィルソン 14箇条の平和原則

キール軍港の反乱 (ドイツ革命)

共和制 (ワイマール共和国)成立

1919 スパルタクス団の蜂起と壊滅

パリ講和会議・ヴェルサイユ条約

コミンテルン創設

第二インターナショナル崩壊の謎

1914年の大戦勃発に際して第二インターナショナル

加盟の労働者諸政党が「城内平和」を支持し、戦時公債

に賛成投票をしたことは、当時のマルクス主義者に衝

撃を与えたと同時にそれ自体が謎めいたものだった 57。

L.トロツキー (1914)はこの謎を次のように解き明か

している。

破局が勃発する２週間前のパリにおける党
大会で、フランスの社会主義者たちは、インター
ナショナルのすべての支部は戦時動員の際に革
命的行動を起こす義務を負うべきだということ
に固執した。彼らは、その時、主としてドイツ社
会民主党を念頭においていた。対外政策上の問
題におけるフランスの同志たちのラディカリズ
ムの根底にあったものは――戦争によってもた
らされた諸事件が、以前からすでに明白であった

多くのことを決定的に証明したように ――国際
的なものよりも、むしろ民族的なものであった。
フランス社会党は、フランスの不可侵性に

対するある種の保証をドイツの兄弟党に求めて
いたのである。このようにしてドイツ・プロレ
タリアートに保険をかけさえすれば、民族的軍
国主義に対する決定的闘争において、自分たち
の手を完全に自由にしておけるとフランスの社
会主義者たちは信じていたのであろう。
ドイツ社会民主党としては、こうしたやり

方で責任を負うことをきっぱりと拒否した。

トロツキーは第一次世界大戦の性格を「資本主義に

よる民族国家の乗り越え」に求めていた。この考えは

1906年の彼の「総括と展望」以来の主張であり、もと

もとはA.パルブスから受けついだものだった。この理

解からすれば事態は次のように説明できた。すなわち、

第二インターナショナルの古い労働者諸政党は民族国

家の枠組みに＜適応＞しており、民族国家の成長自体

に自己の成長の基盤を見出し、民族国家の運命と自己

の運命を同一視していた。これがトロツキーの言うイ

ンターナショナル各支部の＜民族主義＞である。トロ

ツキーは、これに対して＜新しいインターナショナル

＞ 58 の創設を対置した。

トロツキーのこの考えに対して、当時のレーニンは

直接言及していない。しかし、2年後のG.L.ピャタコ

フ (ペ・キエフスキー)に対する＜帝国主義的経済主義

＞批判は、実質的にトロツキーへの批判となっている

(後述)。

我々としては、ここではインターナショナル本部と

いう職場において各代議員たちが自己の疎外状況 (民

族主義的偏見)を自覚せず、払拭しなかったのはなぜ

か、と問いかけておきたい。レーニン (1914.2)は次の

マルクス (1869)の言葉を引用して、各国の階級闘争が

民族主義的偏見を取り除く効果を指摘している。第二

インターナショナルにおいても本来は同じことが言え

たはずである。

ポーゼン (ボヘミア)では、ポーランド人労
働者がベルリンの同僚の援助でストライキを勝
利をもっておわった。資本殿 (Monsieur le Cap-
ital)に反対するこの闘争――その低次の形態で
あるストライキにおいてさえ――は、・・・民族的
偏見を取り除くであろう。

57西島 (1991)「戦時公債への賛成投票を耳にした時、最初レーニンはそれをドイツ政府による謀略だと信じたというエピソードは有名であ
る・・・」。

581915 年のツィンメルワルト (ツィンマーヴァルト) 会議、1916 年のキーンタール会議、1917 年のストックホルム会議はそうした新しい
インターナショナルの準備会合であったと言える。
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勝利か、敗北か

ツィンメルワルト会議 59 においてレーニンとジノ

ヴィエフは「社会主義と戦争」を配布し、革命的祖国

敗北主義を提唱した。これは、帝国主義戦争において

支配民族の社会民主主義者は「祖国擁護」ではなく「祖

国敗北」を訴えるべきであり、そこから内乱→プロレ

タリア革命を目指すべきだとするものであった (被支

配民族においてはこの限りではない、とされている)。

レーニンのこの考えは、トロツキーの「総括と展望」と

同様に 1905年革命の総括から得られたものだった 60。

R.ルクセンブルグは「法と秩序への不服従を煽動」

したかどでドイツ帝国当局により拘禁されており、同

会議には参加できなかったが、獄中で 1915年中に「社

会民主党の危機」を執筆し、その翌年にユニウスの筆

名で刊行している。そこでは、「勝利でもなく、敗北で

もなく」というスローガン (これは当時のトロツキー

の主張でもあった)が掲げられており、レーニンの革命

的敗北主義と対立していた。

レーニン (1916.7)はルクセンブルグを次のように批

判している。

・・・1914～1916年には、革命は、戦争の胎
内にひそみ、戦争の中から生長しつつ、日程に
のぼったのである。そこで、このことを革命的
階級の名において＜宣言＞する必要があった。
すなわち、戦争の時代には極反動的な、犯罪的
な、そして人民を口舌につくしがたい困窮に運
命づけるブルジョアジーに対する国内戦なしに
は社会主義が不可能であるというこの階級の綱
領を、徹底的に、おそれるところなく、指示す
る必要があったのである。系統的な、首尾一貫
した、実践的な、そして革命的危機がどういう
テンポで発展するばあいにも無条件に実現され
うる行動、成熟しつつある革命の線にそう行動
を、考えてみる必要があったのである。これら
の行動はわが党の決議に指示されている。

1). 軍事費への反対投票
2). ＜国内 (城内)平和＞の破棄
3). 非合法組織の創設
4). 兵士の交歓
5). 大衆のあらゆる革命的行動の支持

これらすべての措置が成功するならば不可避的
に国内戦へみちびくのである。

勝利と敗北とどちらがよいか、というテー
マにかんするユニウス (ルクセンブルグ) の所
論にも、同じような誤謬がある。両者とも同じ
ようにわるい――これが彼の結論である。これ
は、革命的プロレタリアートの立場ではなく、
平和主義的小ブルジョアの立場である。もしプ
ロレタリアートの＜革命的干渉＞を論じるので
あれば・・・別の見地から、いやおうなしに問題
を提起しなければならない。すなわち、

1). 敗北の危険をおかさずに＜革命的干渉＞
は可能であるかどうか？

2). 同じような危険をおかさずに自国のブル
ジョアジーと政府とを鞭打つことができ
るかどうか？

3). 敗北は、革命的階級の仕事を容易にする、
とわれわれはつねに言ってきたではない
か、また反動的戦争の歴史的経験はそう
かたっているではないか？と。

確かにレーニンの指摘するとおり、戦時公債に反対

投票を行い、城内平和を破棄した時点で既に自国政府

への敵対は明白となる。政府が治安維持のためのあら

ゆる攻撃を反対派に加えることは容易に予測され、非

合法組織をつくることは不可避となる。また、その過

程で合法活動を志向する主流派との分派闘争をも強い

られる。これらの活動が、鎮圧されることなく継続で

き、大衆からの一定の支持を引き付けるならば、それ

は実質的に＜内乱＞を意味することになるだろう。

ボリシェビキの決議で興味深いところは、その決議

の中に＜兵士の交歓＞を含めていることである。第一

次世界大戦は総力戦である。平時の常備軍は徴兵制に

よる軍隊に置き換えられ、職業軍人ではなく、元労働

者・元農民の兵士が主力となる。これは反面から言えば

労働者大衆が武装する、ということにほかならず、そ

こで戦争終結をめざす宣伝を行うことは＜内乱＞に現

実的な武力を与えることを意味する。また、＜交歓＞

とあるように、他国の兵士との接触・交渉は、それを

通じ兵士たちの中から (第二インターナショナルの本

部内でさえも果たされなかった)民族主義的偏見の払

拭にも役立つだろう。

しかし、レーニンの革命的敗北主義のスローガンは、

意識の低い大衆の離反を招くおそれもあった。例えば
59スイス、ツィンメルワルト (ツィンマーヴァルト)村で開催された社会民主主義者たちの国際会議。当時の状況については、ソルジェニー
ツィン (1977) が文学的にいきいきと描き出している。

60林 (1973) 中の「『旅順陥落』――わが読書の思い出」を参照のこと。林は次のように指摘している。「ロシアの労働者が不本意にも参加
しているこの歴史的戦争のおおいなる革命的役割とは何か。この戦争の敗北と共にロシア人民の中にたかまりゆく限りない不平、限りない憤
懣を、＜来るべき大戦争、人民の専制政治に対する戦争、プロレタリアートの自由のための戦争＞へもってゆく好機を日本が与えたことであ
る。＜新旧のブルジョア世界の戦争に化したこの植民地戦争をはじめたのは、ロシア人民ではなくして、ロシアの専制主義である。恥ずべき
敗北を喫したのは、ロシア人民ではなくして、この専制主義である。旅順の降伏はツァーリズムのそれの序曲にほかならぬ。＞」

61臨時政府は 1917 年 7 月にボリシェビキを「軍内部での破壊宣伝とドイツ側のスパイ行為のかどで弾圧策をとること」を決定している。
カー (2000) を参照のこと。
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ロシア帝国軍兵士の間では「レーニンは敵国ドイツの

スパイである」といううわさがまことしやかに語られ

た 61が、革命的敗北主義はそうしたうわさに根拠を与

えてしまう危険性があった。それに加えて、レーニン

の立論はあまりにも革命技術主義的に聞こえ、その基

本的な正しさにもかかわらず、反対派の間でも感情的

な反発をひきおこしかねなかった。

他方、トロツキーは＜平和のための闘争＞というス

ローガンをこれに対置していた。これは停戦後の講和

条件をプロレタリアートの側から積極的に提示しよう

というもので、無賠償・非併合に加え、民族自決権の

承認と＜ヨーロッパ合衆国＞という目指すべき将来ビ

ジョンを含むものであった。トロツキー (1915)62 は、

レーニン派に対して「平和のための闘争」に対する賛否

を迫り、また、革命的敗北主義に対して批判を加えた。

平和のための闘争というスローガンのもと
にプロレタリアートを動員するという問題に対
して諸君 (レーニン派)がとっている曖昧で回避
的な立場に、私はまったく同意できない。何と
いっても、このスローガンのもとで、すべての
国の労働者大衆は現在、実際に政治的に目覚め
つつあり、社会主義の革命的勢力が結集しつつ
あるのだ。そして、まさにこのスローガンのも
とで、社会主義プロレタリアートの国際的絆を
回復しようとする試みが、現在遂行されている
のである。
・・・ロシアの敗北は「より小さな悪」である

という見解にもまったく同意できない。この立
場は、基本的に、戦争とそれが生み出した状況
とに対する革命的闘争を――現在の状況のもと
でまったく恣意的にも――「より小さな悪」を
めざす方針にすり替えている社会愛国主義の政
治的方法論に対する、まったく不必要でまった
く正当化されない原則上の譲歩である。

トロツキー (1916)63は、また、ツィンメルワルト会

議で、平和綱領の問題がまったくの無風状態で承認さ

れたことを指摘し、当時は抽象的なかたちで提起され

たために論争の対象にならなかったこと、それゆえに

これを具体化すること (「革命的内容で満たすこと」)

が求められている、と主張している 64。

プロレタリアートが闘いとらなければなら
ない「講和条件」の問題は、ツィンメルワルト
では原理レベルでの論争をほとんど引き起こさ
なかった。この条件はフランスとドイツの代表
団の共同声明のなかに最初に定式化されて、次
にツィンメルワルト宣言でほとんど逐語的に繰

り返された。論争はまったくなかった。それと
同時に、明らかに、この問題でツィンメルワル
ト会議の参加者のあいだに完全な統一もなかっ
たし、かといって参加者を分裂させるような意
見の相違も明確に意識されなかった。平和のた
めの闘争というスローガンそのものに反対して
いる人々（レーニン派）は、会議ではほとんど
闘うことなく譲歩した。彼らも理解しないわけ
にいかなかったのだ、運動がいたる所でまさに
平和のスローガンのもとで発展しつつあること
を。このような状況のもとでの革命家の課題は、
このスローガンを「坊主的」だと言って中傷す
ることにあるのではなく、このスローガンを革
命的内容で満たすことにある。
・・・戦争としての戦争、すなわち「蛮行」や

「文化に対する災厄」等々としての戦争に反対す
る闘争（たとえそれが革命的なものであったと
しても）を呼びかけることに限定することは、
政治的、歴史的にではなく、抽象的平和主義の
立場から問題を立てることを意味する。また戦
争に社会革命（ないし、その特殊用語たる内乱）
を対置することは、またしても革命政治の立場
からではなく、抽象的極端主義の立場から問題
を立てることを意味する。・・・帝国主義戦争とそ
の社会的土台に対する闘争の革命的綱領は、戦
争によって最高度の緊張に達した政治的、国際
的、国家的、民族的諸問題を無視することはで
きない。これらの諸問題は、もちろんのこと、
社会革命によってしか解決されないだろう。し
かし、その解決のためには、社会革命の党は自
己の明確な綱領を有していなければならないの
である。

レーニンは、トロツキーの主張をそのまま受け取る

わけにはいかなかった、と本稿は推察する。トロツキー

の言う＜ヨーロッパ合衆国＞のビジョンはレーニンの

警戒する＜経済主義＞に基礎をおいており、また、こ

れが民族自決権の承認とどのようにかかわるのかが不

明瞭であるように見えるからである。

資本主義の不均等発展と民族

当時のレーニンは、資本主義の不均等発展、帝国主

義論、民族理論、革命理論の間の有機的な関連を検討

しはじめていた。

例えば、レーニン (1916.4)65は、帝国主義段階にお

いては産業資本主義段階と異なり、資本主義のもとで

の諸民族の同権は小ブルジョアジーの＜空想＞である

こと、現実には抑圧民族と被抑圧民族への諸民族の分

裂が不可避であることを強調している。
62トロツキー『コムニスト』編集部への公開状 (1915)
63トロツキー,「平和綱領」(1916)
64実際に停戦すること、講和交渉を開始することは、それ以上に困難を極めた。Deutscher(1954) を参照のこと。
65レーニン「社会主義革命と民族自決権」(1916)
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・・・小ブルジョアジーは、民主主義のもとに
おける階級闘争およびこの闘争の強化を見ない
で、＜平和的＞資本主義を信じながら、今日ま
ですべてこれらの条項を空想的に提起している
のである。帝国主義のもとにおける同権の諸民
族の平和的同盟という空想がまさにこれであっ
て、これは、人民を欺瞞するものであり、カウ
ツキー派によって擁護されているものである。
この小市民的・日和見主義的な空想に対抗して、
社会民主主義の綱領は、抑圧民族と被抑圧民族
への諸民族の分裂を帝国主義のもとにおける基
本的な、もっとも本質的な、不可避的なものと
して、おしださなければならない。

さらにレーニン (1916.4)は、被抑圧民族の側での分

離運動が、抑圧民族の側でのプロレタリアート革命に

つながる可能性を (さまざまある可能性の一つとして)

論じている。

社会主義革命は、大ストライキ、または街
頭デモンストレーションまたは飢餓一揆、また
は軍事的蜂起、または植民地暴動によって点火
されるばかりでなく、ドレフュス事件 66や、あ
るいはツァベルン事件 67 のようなどんな政治
的危機からでも、あるいは被抑圧民族の分離問
題にかんする一般投票等にむすびついても、ま
た点火されうるのである。
帝国主義のもとにある民族抑圧の強化は、社

会民主主義にとっては、民族の分離の自由のた
めの、ブルジョアジーのいわゆる＜空想的＞な
闘争を放棄するように条件づけるものでなく、
むしろ反対に、この地盤の上でも発生する諸衝
突を、大衆行動のための、およびブルジョアジー
にたいする革命的行動のための、機縁として強
力に利用するように条件付けるものである。

レーニン (1916.10a)68は、上の考えをさらに展開し、

インターナショナルと各支部の闘争の関係について踏

み込んで議論している。すなわち、総資本⇔総労働の

対立のレベルで考えるならば、世界史は資本主義から

共産主義への移行の時代に突入している。だからこそ、

インターナショナルの結成による全世界の労働運動の

結合が求められる。しかし、各国資本⇔各国労働のレ

ベルでは、各国の労働運動の発展段階は一様ではない

(資本主義の不均等発展)。そのため、現実のプロレタ

リア革命は、先進国革命と後進国革命の有機的結合と

して実現される。

この認識は、トロツキーの唱えた＜永続革命論＞と

実質的に同一であり、レーニンの＜四月の転換＞を予

感させるものになっている。

インタナショナルの＜一元的行動＞の条件
であるこの相違を理解しないのは、たとえばモ
スクワ近郊のツァーリの軍隊にむかって＜一元
的に＞行動するためには、革命軍は、ニージニ＝
ノブゴロドからは西行しスモレンスクからは東
行しなければならないことを理解しないのと、
まったくひとしい。
・・・先進国のプロレタリアートがブルジョア

ジーを打倒しブルジョアジーの反革命的企図を
反撃しつつあるあいだも、未発達の、被抑圧民
族は、待ってはいないし、生存をやめないし、ま
たきえてなくならないのである。もし、これら
の民族が 1915～1916年戦争のような社会革命
に比べるとまったく小規模な帝国主義ブルジョ
アジーの危機をさえ、反乱のために利用するの
だとすれば、それだけに彼らが先進諸国の国内
戦という一大危機を反乱のために、利用するこ
とは、うたがいをいれない。
社会革命は、先進諸国におけるブルジョア

ジーにたいするプロレタリアートの国内戦と、
未発達の後進的な、被抑圧民族における、民族
解放運動をもふくめた、いくたの民主主義的な
らびに革命的な諸運動とを結合する時代として
しか、おこりえないのである。
なぜか？それは、資本主義が不均等に発展

するからであり・・・高度に発展した資本主義的
民族とならんで経済的にきわめてわずかしか発
達していない、またまったく未発達のいくたの
諸民族が存在しているからである。

プロレタリア革命の民主主義的任務

レーニンにとって（また、今の我々にとっても）、革

命における＜民主主義＞をめぐる問題は難問である。

レーニンの用いる＜民主主義＞という言葉は、統治形

態の一つとしてのそれ (つまり共和制)なのか、イデオ

ロギーとしてのそれなのか、そのときどきの文脈の中

で判別しなければならない。また、国家論を超えてこ

の概念が援用される傾向にあり、どこまでそのアナロ

ジーを妥当させるべきか、悩ましい。

まずここで＜民主主義＞に関する理解を整理してお

こう。この用語はさしあたり議員の普通選挙を意味す

る。そして、この仕組み (統治形態)が資本主義社会に

おいてはじめてとりいれられた背景には、それなりの

理由がある。資本主義社会においては、すべての＜市

民＞は商品所有者として＜平等＞である。つまり互い

に区別されず、対等の関係で流通過程 (市場)の中で相
661894年、当時フランス陸軍参謀本部勤務の大尉であったユダヤ人のアルフレド・ドレフュスがスパイ容疑で逮捕された事件。当時のユダ
ヤ系資本への反感に根差した冤罪事件であり、フランスの国論を二分する騒動に発展した。

671913 年末にツァーベルン (アルザス地方：当時はドイツ帝国領) に駐屯していたプロイセン軍将校の侮蔑的発言をきっかけに生じた軍と
住民の衝突事件、またそれによって生じたドイツ帝国内における政治的危機。

68レーニン「マルクス主義の漫画および＜帝国主義的経済主義＞について」(1916)
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対し、取引する。しかし、直接的生産関係においては異

なる。一方は生産諸手段を占有する資本家であり、他

方は自分の労働力以外に売るべきものをもたない賃労

働者である。流通過程における＜平等＞な関係はみか

けだけのことであり、真の関係 (ブルジョアジー独裁)

は隠ぺいされている。普通選挙＝＜民主主義＞は、み

かけの＜平等＞の延長線上にあるもので、階級対立を

排除するものではなく、むしろ激化させる。レーニン

(1903)69が次のように指摘するのは、上のブルジョア

ジーにとっての＜民主主義＞の意義についてである。

ブルジョア民主主義者は＜民主主義＞が階
級闘争を排除するものと考える。そして彼らの
すべての政治的要求を＜全国民＞の利益の見地
から、抽象的に＜無条件的に＞提起する。
社会民主主義者は、このブルジョア的幻想

が、抽象的観念論哲学のうちに表現されていよ
うと、民族独立の無条件的要求のうちに表現さ
れていようと、これが幻想であることを至ると
ころで、いつでも暴露する。

コミューン型国家 (労働者国家)において、＜民主主

義＞は形式的なものから実質的なものに姿を変える。

コミューン代議員＝公務員は選挙され、いつでもリコー

ルされる。こんにち見られるような立法部と執行部の

分業と対立 (フランス革命時の階級対立に起源をもつ)

は解消される。

選挙制が維持されるという側面だけ見れば、＜プロ

レタリア民主主義＞と＜民主主義＞一般は区別がつか

ない。しかし、選挙権者と被選挙権者のいずれもがプ

ロレタリアートでなければならない、という意味では

両者は同じではありえない (プロレタリアート独裁)。

近代以前では財産をもつことが選挙資格を有すること

であったのに対して、過渡期社会では財産をもたない

ことが選挙資格を構成する第一の条件となる。つまり、

選挙権を得る (社会に参加する)ために、生産諸手段と

しての自己の財産を放棄することが求められる 70。

ここまではたいへんに分かりやすい。混乱は＜プロ

レタリア民主主義＞の理念を民族問題の解決と前衛党

内の統制原理 71にも適用するときにあらわれる。特に

前者は、プロレタリアート同士の倫理規範の問題を超

え出ている。レーニンは民族自決権を民族間の＜民主

主義＞として類推的に考察したが、現実には第一次世

界大戦からのロシアの離脱を定めたブレスト＝リトフ

スク条約交渉において、具体的な難問をつきつけられ

た (後述)。

ここでは、レーニンが＜民主主義＞という用語を＜

ブルジョア民主主義＞と＜プロレタリア民主主義＞の

区別を曖昧にしたまま、＜民主主義＞一般として論じ

る傾向があったことを指摘しておこう。例えば、レー

ニン (1916.4)の言う「民主主義のための闘争」とは、

総労働の立場での闘争なのか、個別労働の立場での闘

争なのか明らかでなく、しかも＜民主主義＞の内容自

体に踏み込んでいない。

社会主義革命は一つの行動ではなく、一つ
の戦線にわたる一つの戦闘ではなく、激烈な階
級的諸衝突の時代であり、全戦線にわたる、す
なわち経済および政治上のあらゆる問題にかん
する、長くつづくいくたの戦闘であって、この
戦闘はブルジョアジーの収奪としてのみおわり
うるものである。
民主主義のための闘争は、プロレタリアー

トを社会主義革命からそらせ、もしくは、それ
を妨害し、あいまいにする恐れがあるなどと考
えるならば、それは根本的な誤りであろう。反
対に、完全な民主主義を実現しなければ社会主
義の勝利のありえないのと同様に、民主主義の
ための全面的な、一貫した、革命的闘争をおこ
なわないプロレタリアートは、ブルジョアジー
にたいする勝利を準備することはできない。

レーニン (1916.10a)でも同じ傾向が読み取れる。民

族同権は、国家の間の＜平等＞として、＜民主主義＞

一般から類推して理解されている。＜四月の転換＞以

前のレーニンにあっては、初期の＜労農民主独裁論＞

に示されるように、後進国の革命をブルジョア民主主

義革命の段階とプロレタリア革命の段階に機械的に切

り離して論じてしまう傾向が強かった。また、そのこ

とは政治の領域と経済の領域の機械的切り離しと相応

するものであった。

マルクス主義者は、民主主義は階級的抑圧
を排除するものでなく、ただ階級闘争をいっそ
う純粋に、いっそう広範に、いっそう公然と、
いっそう激しくするにすぎないことを知ってい
る。そして、それが我々にとって必要なのであ

69レーニン「我々の綱領における民族問題」(1903)
70出版 (表現)の自由についても、同様の意味の転換が見られる。出版・放送のための生産諸手段が資本家の手に集中されていることを考え
るならば、資本主義社会における出版の自由は形式的なものであることがわかる。資本主義のもとでは、国家はテレビ・ラジオ放送に対して電
波停止によっておどし、日本放送協会の経営審議委員を政府関係者で独占してしまうことにより、また共謀罪 (テロ等準備罪) の創設により、
容易に表現の自由を制限することができる。これに対し、プロレタリアート独裁においては、出版・放送のための生産諸手段は共有のものと
なり、労働者管理のもとにおかれる。何が表現 (禁止) されるべきか、労働者管理における＜プロレタリア民主主義＞のありかたが問われる。

71後者は大粛清以前のロシア共産党の初期の歴史のなかで、とくにクロンシュタット反乱と労働組合論争などで提起され、未解決のままと
なっている。
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る。・・・国家制度が民主的であればあるほど、そ
れだけはっきりと労働者は悪の根本が資本主義
であって無権利 (状態にあること)ではないこと
を知るのである。民族同権 (それは分離の自由
がないことには完全でない)が完全であればあ
るほど、被圧迫民族の労働者にとっては、問題
は資本主義であって無権利ではないことが、そ
れだけはっきりしてくる。
・・・社会主義は二重の意味で、民主主義なし

には不可能である。1)プロレタリアートは、民
主主義のための闘争によって社会主義革命の準
備をしなければ、この革命を遂行することは出
来ない。2)勝利した社会主義 (プロレタリアー
ト)は、民主主義を完全に実現することなしに
は、自分の勝利を維持し、人類を国家の死滅へ
みちびくことはできない。
・・・経済的変革は、あらゆる種類の政治的抑

圧を絶滅するのに必要な前提条件を作り出す。
だからこそ、どのようにして民族的抑圧を絶滅
するかということが問題になっているときに経
済的変革をひきあいに出して片づけることは、
非論理的であり、ただしくないのである。

5.3 労働者国家にとっての国境の意味

ロシア十月革命により、ロマノフ朝は倒され労働者

国家・ソビエト政権が誕生した。第一次世界大戦はイ

ギリスを中心とする連合国 (Entent Powers)とドイツ

を中心とする同盟国 (Central Powers)との間で戦われ

ていたが、連合国からロシアが離脱することにより戦

況は激変し、結果的に同盟国側は 1919年に降伏、戦間

期ヴェルサイユ体制時代を迎えた。

この過程はソビエト政権にとっては、過渡期社会に

おける国境 (民族自決)の意味を、したがって労働者国

家の具体的な姿を問うものでもあった。我々は既に疎

外されざる社会における「国境」の意味について、第 4

節で説明している。また、そこではそもそも国家が死

滅しているのであるから、「国境」のあり方が現在のも

のとまったく異なっているのも当然のことである。し

かし、過渡期社会における「国境」については、あら

ためて検討されなければならなかった。

ブレスト＝リトフスク条約交渉

表 3はブレスト＝リトフスク条約交渉の略年表であ

る。見てわかるように、この条約が効果を持ったのは

1918年 3/3から 11/13までのわずか 9か月間にすぎ

ない。ソビエト政権内部でも、同盟国側がいずれは降

伏するだろうという見込みのもとで条約締結を急ぐべ

きとする意見 (特にレーニン)があった。しかし、こと

はロシア一国の運命ばかりではなく、バルト三国、ベ

ラルーシ、ウクライナのプロレタリアの運命、さらに

はヨーロッパ革命の帰趨にも関わるものであり、政権

内の多数派は条約締結に極めて慎重であった (トロツ

キーは「戦争でもなく、平和でもなく」というスロー

ガンを掲げ、交渉の引き延ばしを図った。これはそれ

なりに理のある方針であった)72。

なお、表 3には、ウクライナ、チェコなど、レーニン

がこれまで「被抑圧民族」としてひきあいに出してき

た勢力の動向が含まれていない。これらの民族にも階

級対立があり、プロレタリアートの内部でもボリシェ

ビキ派と反ボリシェビキ派の対立があった。視点が異

なれば、歴史の叙述方法も当然異なるはずだが、ここ

ではその詳細に立ち入らないし、立ち入ることができ

ない。

表 3: ブレスト＝リトフスク条約交渉年表

月日 事項

1917 11/7 ロシア十月革命

11/8 ソビエト政権「平和に関する布告」

12/15 ソビエト政権–同盟国休戦

12/22 ソビエト政権–同盟国交渉開始

12/25 同盟国「クリスマス宣言」

1918 1/8 ウィルソン「14箇条の平和原則」

2/9 ウクライナ政権–同盟国条約締結

2/18 同盟国休戦破棄

3/3 ソビエト政権–同盟国条約締結

8/27 ベルリン追加条約 (賠償金)

11/13 同盟国降伏 (条約失効)

1919 ヴェルサイユ条約締結

ただし、「民族自立」の概念がこれまでマルクス主義

者たちが用いてきた意味とは異なる用法で使われるよ

うになったことは指摘しておくべきだろう。図 4 は、

ブレスト＝リトフスク条約により定められた国境線を

示す。ここでわれわれは「”self determined” areas」と

ある地域 (フィンランド、バルト三国の一部＝エストニ

アとリヴォニア、ウクライナ)に注目する。この図を額
72当時のボリシェビキ内部の論争については酒田 (2004) を参照のこと。
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面どおりに解釈すれば、ロシア革命を契機としてレー

ニンがこれまで主張してきたようなロシア帝国に抑圧

されてきた民族が自立を果たしたかのように見える。

しかし、実際は違う。ドイツ帝国側の講和条件として

ソビエト政権側に押し付けられたものであった。

出典：George H. Allen: The Great War, Volume 5

図 4: ブレスト＝リトフスク条約による国境線

D.Stevenson(2009)はどのように同盟国側が「民族

自決」を利用したのかを説明している。

O.チェルニンと R.クールマン 73 は同盟国
4か国のための行動基準を設定していた。チェ
ルニンは (当時の多くの識者が予測していたよ
うに)ボルシェビキ政権が短命であったとして
も、休戦はペトログラードのソビエト政権を連
合国からひき離し、ロシア軍兵士をひき下がら
せ、結果的に戦闘再開を妨げることが可能にな
ると判断した。同盟国は、併合と賠償を求めな
いとすることで、ボルシェビキを単独講和にひ
きつけ、しかも「演出された」独立宣言という
手を使えば、同盟側が占領した領土 (領民には
民族的にロシア人がまったくいなかった)に対
してフリーハンドを維持しておくことができた。
クールマンはこの考えに同意した。ドイツの立
場はポーランドについては「リージェンシー評

議会 74」の存在によってすでに安泰であったが、
他方クールラント地方 (ラトビア西部)では名目
だけの代表組織がドイツ皇帝の「庇護」を求め
ていた。そこで「民族自決」を使うことで、ロ
シア側の国境を押し戻し、表面上は独立した緩
衝地帯をつくりだすことが期待できた。この方
針に基づいて、チェルニンとクールマンは、連
合国が対等に行動するならば併合と賠償なしの
一般和平交渉を受け入れるとする 1917年 12月
25日の「クリスマス宣言」を行い、宣伝戦での
勝利をものにした。

「民族自決権」を利用するという点では、W. ウィ

ルソンの「14箇条の平和原則」も同じであった。新川

(1995)はその内容を分析しつつ、レーニンの理論との

対比で以下のように指摘している。

第一は外交の民主化というべき問題で、ウィ
ルソンは軍備の縮小を掲げて国際関係における
力の要素の軽減を指向するとともに、とくに公
開外交の推進と秘密条約の排斥を強調したが、こ
れは大戦を帝国主義戦争以外の何物でもないと
糾弾しつつ、その裏づけとして秘密条約の網の
目を暴露したレーニンの「平和に関する布告」へ
の対応策という意味をもつことは明らかだった。
第二は民族自決として知られる事項で、「十

四ヵ条」のなかの過半数にあたることからもい
かに大きな比重を占めていたかがうかがえるが、
これもレーニン側の帝国主義支配下の民族的抑
圧に対する告発への回答なり善処という側面を
有することは否定できなかった。だがなお注目
すべきは、ウィルソンは植民地所有国と植民地
住民の要求を対等におき、公平に調整しなけれ
ばならないと指摘する一方で、植民地主義その
ものについての反対は打ち出さず、民族自決に
関する項目も、ドイツ、オーストリア＝ハンガ
リー、トルコ、ロシアという大戦で敗北する帝
国あるいは崩壊した帝国への適用が主で、英仏
やアメリカ自体を含め、戦勝国となる諸国の植
民地支配には何ら打撃を与えるものではなかっ
た。ここに「十四ヵ条」が民族自決と並行して、
それと矛盾なく植民地体制の拡大に道を開くこ
とになる要素を認めることができよう。

レーニンの議論の難点

上に見た労働者国家による史上最初の国境策定作業

に照らして、レーニンの民族自決に関する議論を振り

返ってみる。

レーニン (1914.4)75 は留保付きで連邦制 (小国の分

立状態)への反対意見を表明している。その判断の基

準とされるものが、1)経済的進歩、2)階級闘争の利益
73O. チェルニンはオーストリア＝ハンガリー帝国の外務大臣 (1916–1918)。R. クールマンはドイツ帝国の外務大臣 (1917–1918)。
74第一次世界大戦の間、ドイツ帝国とオーストリア＝ハンガリー帝国によってポーランド王国内に設置された半独立の臨時政府。
75レーニン「民族政策の問題によせて」(1914)
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である。それと同時に、国家の強制的な結合を自由意

志による結合と対比し、前者を後者におきかえること

を主張している。

・・・ココシキン 76 とカデット党が、＜国家
の崩壊＞ということをいってわれわれをおどし、
諸民族の＜政治的自決＞という、わかりきった、
そして国際民主主義界で議論の余地のない定式
を＜慎重にとりあつかう＞ようによびかけるの
は、彼らが内務省の見地に立っているというこ
とである。
われわれ社会民主主義者は、ありとあらゆ

る民族主義の敵であり、民主主義的中央集権制
の味方である。われわれは、分立主義に反対す
る。われわれは、その他の条件がひとしければ、
大国家は、小国家よりもはるかに効果的に、経
済的進歩の任務とブルジョアジーにたいするプ
ロレタリアートの闘争の任務を解決することが
できる、と信じている。
だが、われわれが尊重するのは、自由意志

による結合だけであって、けっして強制的な結
合ではない。われわれは、諸民族間の強制的結
合が見られるところではどこでも、すこしも各
民族の分離も宣伝することなく、各民族が政治
的に自決する権利、すなわち分離する権利を、
無条件的にそして断固として擁護する。
・・・いろいろの民族の労働者の階級的連帯性

は、強制的な、封建的な、軍事的な結合を、自
由意志による結合にとりかえることによって、
利益を得るのである。

レーニン (1916.4)は上と同じく、連邦制への原則的

反対を繰り返している。ただし、民族不平等＜民族同

権 (連邦制)＜民主的中央集権、という進歩度を想定し、

民族自決＝連邦制の必要性を過渡期社会の必然性から

の類推としてとらえている。それ以前のレーニンは、

バウアーへの批判というかたちで連邦制を原則的に否

定していたが、明らかにこの時点のレーニンは民族自

決に過渡期社会の存在に匹敵する意義と役割を与える

ようになった。

・・・自決の承認は、連邦制を原則として承
認するのと同じくはない。人は、この (連邦制)
原則の決定的な反対者となり、民主的中央集権
の味方となり、しかも民族の不平等権よりも連
邦制のほうを完全な民主的中央集権への唯一の
道としてえらぶことができるのである。・・・社
会主義の目的とするところは、小国家への人類
の細分状態をなくし、諸民族のいっさいの孤立
性をなくし、諸民族の接近をはかるばかりでな
く、さらに諸民族を融合させることである。・・・
人類は、被抑圧階級の独裁という過渡期を

通じてはじめて階級の廃絶に到達できるのであ

るが、それと同じように、人類が諸民族の不可
避的な融合に到達できるのも、すべての被抑圧
民族の完全な解放すなわちそれらの民族の分離
の自由という過渡期を通じてのみのことである。

これらのレーニンの所論について、本稿は次のよう

な疑問を提示したい。

• 超階級的な経済進歩観の問題：小国分立を避け、
より大きい国家が志向されるべきとする論拠で

ある生産力について、その階級性が不問に付さ

れている。しかし、過渡期社会において高度な資

源集中が必要になるのはなぜか、が問われるべ

きであった。

資本主義社会においては、規模の経済がより

大なる競争力を生み、より大なる＜資本の生産

力＞をもたらす、という認識は正しい。しかし、

競争の必要性のない過渡期社会で、より大きな

生産力を追及すること、そのためにより大きな

国家を志向する正当な理由は存在しない 77。

特殊事情として、生まれ落ちたばかりの過渡

期社会では戦時共産主義体制を強いられ、国境

線を維持するために資源の集中が必要とされる。

これは一般的な条件とは異なる。資本主義社会

においても、災害発生時に被災地域の復興のた

めにそれ以外の地域からの支援 (資源集中)が必

要となるが、それに似ている。しかし、過渡期社

会の発展に伴って、こうした特殊事情の発生頻度

はむしろ減少し、社会はより分権的なものに変

わっていくはずである。

• 自由意志による結合への置き換えの問題：労働者
国家の最初の仕事である国境策定 (外務人民委員

部)と国境維持 (軍事人民委員部)は、自由意志

による結合とも民主的な話し合いともほど遠い

環境のもとで行われなければならなかった。＜演

出された＞民族自決を同盟国からも連合国から

も強制された。それは単に現在の戦況の中で緩

衝地帯をつくり、次の戦争のためにより有利な条

件を保持するという軍事的な観点から、帝国主

義諸国家によってなされた。ソビエト政権はこれ

に赤軍の組織化で対抗しなければならなかった。
76F. ココシキン (1971–1918) はカデット党幹部であり、モスクワ大学法学部教授であった。
77生産力主義＝生産力の増大それ自体を目的としてしまうことは、むしろ必要労働を超えた剰余労働をその社会が必要とする以上に過剰に
蓄積することを意味する。そのこと自体が新たな形態での＜労働の自己疎外＞を生み出すことになる。
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ここでの唯一の真理は、条約の意味を国境の

内外のプロレタリアートに、あたかも国境が存在

しないかのように無差別に正しく伝えることで

あった。これがレーニンの言う民族間の不信を払

しょくするという目的に対応した最初の行動方

針であり、ブレスト＝リトフスク条約交渉でソビ

エト政権側交渉団が実際にとった行動であった。

レーニン (1916.10a)は G.L.ピャタコフとの論争 78

においてもそれまでの主張を繰り返し、民族自決を過

渡期社会における国家の存在そのものから正当化して

いる。ここでのレーニンは、ピャタコフが＜帝国主義

的経済主義＞に毒され、政治的な領域を軽視している

と断じている。

・・・この著述家は、・・・われわれを悪口したの
ちかたっている！「われわれはこの過程 (社会的
変革)を、ブルジョア国家の国境を破壊し、国境
標をとりのぞき、民族的共同体を爆破し、そし
て階級的共同体を建設するあらゆる国のプロレ
タリアの統一された行動として考えるものであ
る。」・・・地球上の国々の多数および住民の多数
が、今日まで、まだ資本主義的発展段階に立っ
ていない、あるいはその段階の端緒にあるにす
ぎない、という簡単な理由からして、社会的な
変革はあらゆる国のプロレタリアの統一された
行動ではありえない。
・・・ペ・キエフスキーの論文全体には、一つ

の根本的な疑念があざやかにつらぬいている。
すなわち、すべての発展が諸民族の融合の方向
にすすんでいるものとすれば、なんのために民
族の分離の自由を宣伝し、われわれが権力をに
ぎるとそれを実現するのであるか、という疑念
である。これにたいして、われわれはつぎのよ
うにこたえよう、――それは、すべての発展が、
社会の一部分が他の部分を暴力的に支配するこ
とを廃止するほうにすすんでいるのに、われわ
れがプロレタリアートの独裁を宣伝し、権力を
にぎったあかつきには、この独裁を実現するの
と同じことである。
・・・すべての民族は社会主義へ到達するで

あろう。それは不可避である。しかし、あらゆ
る民族がまったく一様にそこに到達するのでは
ない。それぞれの民族は、民主主義のあれこれ
の形態に、またプロレタリアートの独裁のあれ
これの変種に、また社会生活のいろいろの方面
の社会主義的改造のあれこれのテンポに、独特
のものをもたらすであろう。・・・被抑圧民族のう
ちのどれだけのものが、実際に分離を必要とし
ていて、民主主義の多種多様な形態および社会
主義への移行の多種多様な形態に貢献すること
になるかを、じつはわれわれは知らないし、ま
た知ることができないからである。・・・

我々はこの論争から次のことを読みとることがで

きる。

• この論争は、1) 国境画定を総労働 (インターナ

ショナル)の立場で論じるか、各国労働の立場で

論じるかの基本的な対立と、2)過渡期社会とそ

れ以降の共産主義社会の区別にたいする意識の

違いとして整理できる。ピャタコフは、明らかに

総労働の立場でプロレタリアートの統一した行

動を強調し、レーニンは各国労働の立場で階級

闘争の不均等発展を強調している。ピャタコフ

は過渡期社会の独自性についてそれほど深く踏

み込んではおらず、レーニンにより政治の領域の

軽視 (すなわち、実践性の欠如)を批判されてい

る。両者とも、互いの視点のずれについて気がつ

いていない。

• ピャタコフはボリシェビキ派で、しかもウクライ
ナ中央ラーダのメンバーの一人であり、不発に

終わったキエフ蜂起の指導者でもあった。また、

彼は N.ブハーリンとともに「過渡期経済学」を

執筆した。そのことを考えてみれば、ピャタコフ

の議論の非実践性は確かに批判されるべきであっ

た。ピャタコフは、ウクライナ・プロレタリアー

トの視点に立脚し、レーニンの議論の一面性を指

摘した上で、未だ結成されていない新インターナ

ショナルの戦略を具体的に論じるべきであった。

• 他方、レーニンの議論において総労働の視点は
希薄である。これは、各国労働の立場を知らず知

らずのうちに固定化し、＜一国社会主義論＞に

道をひらく危険を持っている。確かに、民族自決

権は被抑圧民族のためのもので、抑圧民族のため

のものではない、と釘をさしてはいる。しかし、

この留保条件は後年のスターリンに無視・悪用

されるようなわかりにくさを持っている。また、

＜実践性・政治性＞を強調すること (現実性にこ

だわること)で、実現されるべき共産主義社会の

理想が彼岸化されるおそれもある。

レーニン (1916.10b)79は、ピャタコフへの批判と同

じく、＜経済主義＞の観点からポーランド社会民主党

への批判を行っている。この中で、レーニンが「社会

主義」と表現している場合、主体的には「プロレタリ
78ピャタコフのオリジナルの論考自体は出版されていない。
79レーニン「自決にかんする討論の決算」(1916)
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アート」ないし「プロレタリアート独裁」、客体的に

は「過渡期社会」ないし「労働者国家」と読み替える

必要がある。

われわれは、社会主義のもとにおける民族
自決の実現を否定するのは社会主義に対する裏
切りである、と主張した。彼ら (ポ－ランドの
同志 80)は、われわれにこたえる、「自決権は社
会主義社会へは適用されえない」と。くいちが
いは根本的なものである。
われわれの論敵は反対して言う、「社会主義

はいっさいの民族的抑圧をなくす。なぜなら、
社会主義は民族的抑圧へみちびく階級的利害を
なくすからだ、ということをわれわれは知って
いる」と。・・・政治的抑圧形態の一つについて、
すなわちある民族の国家の境界内に他の民族を
強制的にとどめておくことについて、論争して
いるばあいに、民族的抑圧をなくすための経済
的前提条件・・・をこのように議論するのは、いっ
たいどうしたわけか？
・・・これは、資本主義が勝利をしめたから

政治問題は無用だ、という説をたてた 1894～
1902年の古い経済主義 81 に似た一種の＜帝国
主義的経済主義＞である。帝国主義は勝利した、
だから政治問題は無用だ！この種の非政治的理
論は、根本的にマルクス主義と敵対するもので
ある。
マルクスはゴータ綱領批判のなかで書いて

いる、「資本主義社会と共産主義社会とのあいだ
には、前者から後者への革命的転化の時期があ
る。この時期に照応してまた政治上の過渡期が
ある。この時期の国家は、プロレタリアートの
革命的独裁以外のなにものでもありえない。」・・・
そして、この真理のうちには、勝利を得た社会主
義が完全な共産主義へ成長転化するまでは国家
を承認するということが含まれているのである。
・・・すべての兆候はつぎのことをものがたっ

ている。すなわち、帝国主義は、それにとって
かわる社会主義にたいして、より民主的でない
境界を遺産としてのこし、ヨーロッパおよび世
界の他の諸部分における一連の領土併合をのこ
すであろう、と。だが、勝利を得た社会主義は、
全線にわたって完全な民主主義を復活させ、そ
れを徹底させながら、どうして国家の境界を民
主的に決定することを拒否するのか？どうして
住民の＜共感＞を考慮にいれることを欲しない
のか？
・・・資本主義のもとでは民族的抑圧・・・を

なくすことはできない。このためには、階級を
なくすこと、すなわち社会主義を実施すること
が必要である。しかし、社会主義は、経済にそ
の基礎をおくとはいえ、そっくり経済に還元さ
れるものではけっしてない。民族的抑圧を排除
するためには、土台――社会主義的生産――が
必要であるが、しかし、この土台のうえに立つ
ものとして、なお民主主義的な国家組織、民主

主義的な軍隊、その他が必要である。資本主義
を社会主義に改組してのち、プロレタリアート
は、民族主義的抑圧を完全に排除する可能性を
つくりだす。この可能性は、住民の＜共感＞に
応じた国境の決定や分離の完全な自由に至るま
での民主主義をあらゆる領域で完全に実行する
ばあいに、「はじめて」――「はじめて」だ！―
―現実性に転化する。この地盤のうえで、逆に、
ごくわずかの民族的摩擦も、民族的不信も絶対
に排除するということが実際におこなわれ、諸
民族のすみやかな接近と融合がうまれ、国家の
死滅によって完成されるのである。

レーニンは、過渡期社会における＜土台＞と＜上部

構造＞について言及している。そこで、本稿も、この

テーマと国境との関係を考察しておこう。

過渡期社会における＜土台＞すなわち生産諸関係：

生産諸手段の根幹部分は労働者国家による管理に移さ

れる。すなわち＜国有化＞される。それだけでは、レー

ニンの言うように、疎外されざる労働の可能性が保証

されたに過ぎない。＜生産諸関係＞すなわち労働その

ものと生産諸手段をどのように結合するかは、＜価値

法則＞ではなく、＜労働証書制＞を通じて＜プロレタ

リア民主主義＞の精神にのっとり行われる。ただし、

全面的にではない。労働者国家の管理が及ばない領域、

すなわち国境の外部が残される。

二つの労働者国家が国境を共有している場合、レー

ニンの言うように＜共感＞に応じて、その国境が＜民

主的に＞決められるだろう。つまり、それぞれの労働

者国家が担当すべき生産諸手段の管理区域が決定され

る。労働者がどこで働きたいか、どこの管理区域に所

属したいか、は、民族的にというよりは個々人の自由

意志に任されるだろう。労働者は、個々の民族性を互

いに尊重しながらも、国境の内外を必要に応じて自由

に行き来することが可能となる。

また、その国境をめぐる争奪戦は本来はおこりえな

い。国境は両国によって共同管理されるからである。

むしろ生産諸手段たる＜大地＞の内的な可能性が、労

働を媒介として自己展開する。その発展をガイドする

ものとして国境線が意識的にデザインされるだろう。

過渡期社会における＜上部構造＞すなわち法制度な

ど：国境は確かに国内法の及ぶ範囲の境界として存在

する。二つの国の国内法の違いは、歴史的に形成され

た民族性の違いを色濃く残している。ただし、そのう

ち科学的に見て不合理な部分、例えば二国の技術水準
80ポーランド社会民主党「帝国主義および民族的抑圧にかんするテーゼ」(1916.2)
81レーニンが「何をなすべきか」(1902) で主要な批判対象としたロシアマルクス主義者たちの思想傾向。そこにおいては政治闘争ではな
く、経済闘争が重視された。
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の違いなどに基づくものは、消滅する。あるいは国際

標準としてより高い次元で一元化される。景観規制な

ど文化芸術的なもの、美的感覚の違いに大きく左右さ

れるものは民族性として残存し、その内容をより豊富

なものにしてゆく (ただし、文教政策は可能な限り＜

世俗化＞される 82)。また、法を調整する＜地方政府＞

機能は残存する。

他方、労働者国家が帝国主義諸国と国境を隔てて対

峙している場合はどうか。この国境は明らかに民主的

にではなく、軍事技術的に決定されざるを得ない。た

だし、労働者国家は、国境の外にいるプロレタリアー

トに対し、あたかも国境が存在しないかのように、た

えず連帯と共感を表明するだろう。加えて、帝国主義

諸国家の政府と秘密交渉を行うことを断固として拒否

するに違いない。

プロレタリア民兵が国境にとどまることを強制でき

るか、について、レーニン (1916.10b) はバウアーの

指摘に全面的に賛意を示しつつ以下のように引用して

いる。

社会主義的共同体は、あらゆる民族を強制
的にその構成中に含めることは決してできない
であろう。あらゆる民族的文化財を有し、立法
と行政とに完全に積極的に参加し、そして最後
に、武器を与えられているというような人民大
衆を想像したまえ。こういう民族を、彼らに縁
のない社会機構の支配に強制的に服従させるこ
とができるかどうか？
・・・一切の国家権力は武力の上に立ってい

る。今日の人民軍隊は巧妙なからくりのおかげ
で、ちょうど過去の時代の騎士団や傭兵隊と同
じように、常に一定の人物、家族、階級の手に
握られた道具をなしている。
だが、社会主義社会の民主主義的共同体の

軍隊は、武装した人民にほかならない。それは
公共の職場で強制なしに働き、国家生活のあら
ゆる領域に完全に参加する高度に文化的な人間
から成っている。
こうした条件のもとでは、異民族的支配の

あらゆる可能性は消失する。

ここで二つの国のプロレタリア民兵が軍事的に対立

するという意味ではないことに注意する必要がある。

そうではなく、労働者たちは理不尽な支配に対して、

ただちに、武力的な手段も辞さずに、実践的に対応す

るであろうということである。ただし、これはあくま

でも労働者たちが自らの疎外状況を不断に乗り越えて

ゆく意思と能力を備えていることを前提としており、

過渡期社会においては完全に保証されているものでは

ない。

まとめとして、結局、レーニンとポーランド社会民

主党の論争はどのように整理されるか。過渡期社会に

おける国境線は画一的に決定することはできない、と

いう点について、両者ともに気づいていない。過渡期

社会への突入とともに、国境線の機能はただちに変容

しはじめる。その初期においては＜残存する＞帝国主

義諸国家との国境がより重視されるだろう。さらに言

えば、そこで＜民族自決権＞が帝国主義諸国家によっ

て都合よく利用されないように警戒すべきなのである。

ドイツ革命の挫折

ソビエト政権の努力にもかかわらず、ブレスト＝リト

フスク条約交渉の終結までに期待されたドイツ＝ヨー

ロッパ革命への点火は起こらなかった。しかし、条約締

結後の1918年末、キール軍港で水平の反乱がおき、ドイ

ツ各地にレーテが結成されはじめた。レーニン (1918)83

はこのニュースに接して、次のように感動を込めて記

している。

以上の文章は、1918 年 11 月 9 日に書か
れた。

9日から 10日にかけての夜に、ドイツから
つぎのニュースがはいった。開始された革命は、
まずキールとその他の北部諸都市ならびに沿海
諸都市で勝利をしめ、そこでは権力が労働者・
兵士代表ソヴェトの手にうつり、ついでベルリ
ンで勝利をしめ、そこでは権力がやはりソヴェ
トの手にうつった。
カウツキーとプロレタリア革命にかんする

パンフレットのために私が書かねばならなかっ
た結論は、いまではよけいなものになっている。

しかし、この情勢を指導すべきドイツ共産党 (スパル

タクス団を母体として 1918年 12月に結成されていた)

の動きは迅速さを欠いていた。この迅速さの欠如は、

遡って 1918年のドイツ帝国の降伏と共和制の宣言に

も見て取ることができる。革命的オプロイテ 84が計画

していた社会主義共和国宣言を事前に察知したシャイ

デマンにより先を越され、F.エーベルト、P.シャイデ

マン 85 によるドイツ共和国政権樹立を許してしまう。
82言語政策について、別途詳しく検討される必要がある。
83レーニン「プロレタリア革命と背教者カウツキー」(1918)
84ドイツの労働組合左派。第一次世界大戦に反対し、スパルタクス団と近い政治方針を持っていた。ドイツ共産党に合流しなかった。
85F. エーベルトはドイツ社会民主党の党首 (幹部会議長)、臨時政府代表、ドイツ国 (ヴァイマール共和国) 初代大統領。P.シャイデマンは
ドイツ社会民主党の書記長、ドイツ帝国議会副議長。
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表 4: ドイツ革命関連年表

月日 事項

1918 11/3 キール軍港の反乱

11/7 ミュンヘン蜂起・バイエル王退位

11/9 ヴィルヘルム 2世退位

共和制樹立宣言

11/10 SPDと USPDの連合

グレーナー＝エーベルト密約

11/13 同盟国降伏

12/16 レーテ全国大会

12/30 ドイツ共産党発足

1919 1/5 アイヒホルン解任

1/9 鎮圧開始

1/15 ルクセンブルク、リープクネヒト殺害

1/19 国民議会選挙

2/11 エーベルト臨時大統領選出

6/28 ヴェルサイユ条約調印

8/11 ヴァイマール憲法公布

居安 (2002)は次のような R.ルクセンブルグの言葉

(「一月蜂起」に対する)を引用している。ここには確か

に「指導部は役に立たなかった」という反省が語られ

ている。しかし、その反省はどこか他人事のように聞

こえてしまう。しかもレーニンにより論難された「大

衆の自然発生性への拝跪」によって正当化されてさえ

いる。

・・・今度のいわゆるスパルタクス週間の敗
北 86はどうだろうか？それは突進する革命的エ
ネルギーと状況の不十分な成熟による敗北か、
それとも行動の弱さと中途はんぱによる敗北で
あったのか？
その両方である。この危機の二分された性

格、一方でのベルリンの大衆の強力な決然たる
攻勢的な行動と、他方のベルリンの指導部の不
決断と臆病さと中途はんぱさとのあいだの矛盾
が、この最近のエピソードの特別な特徴である。

指導部は役にたたなかった。しかし、指導
部は大衆によって、大衆のなかから新しく創り
だされることができるし、創りだされなければ
ならない。大衆こそ決定的なものである。彼ら
は岸壁であり、その上に革命の究極の勝利がき
ずかれる。

G.ノスケ 87 はドイツ義勇軍 (フライコール)を使っ

て「一月蜂起」を鎮圧した。フライコールは第一次世

界大戦敗戦直後の復員兵から構成され (そのため強力に

武装していた)、ドイツ降伏の原因を「背後の一突き」

(P.ヒンデンブルグ)、すなわち国内の社会主義者によ

る「妨害」に求め、民族主義的憎悪を募らせていた。

この勢力が、戦間期に勢力を拡大し、のちの国家社会

主義ドイツ労働者党 (ナチス)を生み出すことになる。

トロツキー (1919)88はこの鎮圧のさなかでのルクセ

ンブルクとリープクネヒトの虐殺について、それが「手

違い」などではないことを説明し、実践的な教訓、すな

わち非合法活動の重要性をあらためて確認している 89。

実際にわれわれが受け取ったドイツの報道
は、ルクセンブルクとリープクネヒトの殺害を
偶然事として、すなわち、怒り狂った群衆の前
で、おそらく警護の用心が不十分であったこと
から引き起こされた街頭での「手違い」として
描いていた。この件に関しすでに裁判所の調査
が予定されている。しかし、革命指導者に対す
るこの種の「不可抗力的」襲撃が反動勢力によっ
ていったいどのように演出されたかを、われわ
れは諸君とともに十分すぎるほど知っている。
われわれは七月事件 90 をよく覚えている。

われわれは生きて、ここペトログラードの建物
の中にいる。ボリシェヴィキと闘うためにケレ
ンスキーやツェレテリ 91 によって召集された
黒百人組 92 の連中がどれほど計画的に労働者
を襲撃し、彼らの指導者たちを撲殺し、街頭で
個々の労働者に制裁を加えたかを、われわれは
十分すぎるほどよく覚えている。「手違い」と
いう形をとって殺されたヴォイノフという労働
者の名前をわれわれ大多数の者は覚えている。
われわれはその時レーニンを守ることがで

きたが、それはただ狂暴な黒百人組の手に彼を
渡さなかったからに他ならない。その時、メン
シェヴィキやエスエルの中には、ドイツのスパイ
という罪で弾劾されていたレーニンとジノヴィ
エフが何ゆえ法廷に現われて中傷を論駁しよう

861919 年 1/4 のベルリン警視総監 E. アイヒホルン (USPD 議員) の罷免をきっかけとし、1/12 に鎮圧された「一月蜂起」を指す。
87ドイツ社会民主党議員、ヴァイマール共和国国防大臣。
88トロツキー「カール・リープクネヒトとローザ・ルクセンブルク」(1919)
89なお、ルクセンブルク、リープクネヒトには、レーニンがその非存在を懸念したような「非合法組織の同志」がいなかったわけではない
と推察される。例えば、スパルタクス団時代からの同志、L. ヨギヘスがいたし、ボリシェビキ党から K. ラデックが応援に来ていたはずであ
る。にもかかわらずこれだけの惨状を呈したのは何故なのかが問われている。

90サンクト・ペテルブルグで 1917年 7/16から 7/20にかけて起きた自然発生的な蜂起。ボリシェビキは途中から事件に関与した。ケレン
スキーはレーニンらボリシェビキ党員の逮捕を命じたが、失敗におわった。

91A. ケレンスキーは臨時政府首相、エスエル党議員。I. ツェレテリは臨時政府の逓信大臣、メンシェビキ中央派議員。
92ロシア 1905 年革命ののちに現れた、ロマノフ王朝を守ろうとする複数の復古主義運動の総称。
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としないのかと憤激していた偽善的な連中がい
たものだ。レーニンとジノヴィエフはとりわけ
この点に関して非難された。しかし、それはど
のような法廷なのか？　それは、そこへ行く途
中でリープクネヒトの場合と同様にレーニンが
「脱走する」ことになっている法廷である。そし
て、たとえレーニンが銃殺されるか撲殺される
かしても、ケレンスキーやツェレテリによる公
式の報道は、ボリシェヴィキの指導者は脱走し
ようとした際に警備員によって殺されたと告げ
るであろう。いや、恐るべきベルリンでの経験
の後には、レーニンがあの時にでっち上げ裁判
に現われなかったことに、ましてや裁判によら
ないリンチの場所に現われなかったことに、今
やわれわれは 10 倍もの根拠をもって満足する
ことができるのである。

5.4 小括

ここまでロシア十月革命の前後の情勢と、関連する

民族問題にかかわるマルクス主義者たちの論争を整理

した。ここから得られた結論を簡単にまとめる。

1). 民族問題に関して、前衛党論の領域と、国家論

の領域とを区別した上で考察されるべきである。

オーストリア社会民主労働党の場合、党組織の

民族的編成と連邦国家の構想は関連性がある。し

かし、両者は本来は同じものではない。

2). 前衛党がオーストリア社会民主労働党のように

大衆政党化してしまうことは、プロレタリアー

トが即自的に持っている民族主義的偏見の多く

を党内に引き入れてしまうことを意味する。ま

た党組織を民族連合として組織化することは、こ

うした民族主義的偏見を固定化してしまうこと

をも意味する。前衛党と階級とが相互止揚する

機構を意識的に組み立てた上で、前衛党の党員

が自覚したプロレタリアートとして、他者の、そ

して自分自身の民族主義的偏見と実際に闘う機

会を設けるべきである。

3). レンナーの国家論はラサール流の考え方に基礎

をおいている。バウアーは、カウツキー構想の

非現実性 (複雑な民族混在状況を属地原理で処理

しうると考えたこと)を、レンナー構想 (属人原

理)によって補完することで満足してしまった。

バウアーはレンナー構想の非プロレタリア性を

批判した上で、マルクス主義に立脚する民族理

論を独自に構築するべきであった。

4). 民族の標章としての土地について：土地を奪われ

(生産手段としての大地から切り離され)、移住を

強制されることが強烈な民族主義を生み出す。単

なる属地原理で民族性は解決しない。

5). 民族の標章としての言語について：確かに言語令

への対応が民族綱領をめぐる議論のはじまりで

あったのだとしても、これは単なる抽象的な言語

の問題ではない。官吏の採用に際して特定の言

語の強制により生じた民族間紛争が真の問題で

ある。しかもそれ以前に官吏が特権的な職業と

なっていることにこそ問題がある。

6). トロツキーは第一次世界大戦の性格を「資本主義

による民族国家の乗り越え」に求めていた。この

理解から、第二インターナショナルの古い労働者

諸政党は民族国家の枠組みに＜適応＞しており、

民族国家の成長自体に自己の成長の基盤を見出

し、民族国家の運命と自己の運命を同一視して

いた。トロツキーは、これに対して＜新しいイン

ターナショナル＞の創設を対置した。トロツキー

の説明は、第二インターナショナル崩壊の謎を解

明する糸口を提供している。

7). レーニンの＜革命的祖国敗北主義＞は、帝国主

義戦争勃発へのプロレタリアートの対応として

不可避のものである。すなわち、戦時公債に反対

投票を行い、城内平和を破棄した時点で既に自

国政府への敵対は明白となる。政府が治安維持

のためのあらゆる攻撃を反対派に加えることは

容易に予測され、非合法組織をつくることは避

けられない。また、その過程で合法活動を志向す

る主流派との分派闘争をも強いられる。これら

の活動が、鎮圧されることなく継続でき、大衆か

らの一定の支持を引き付けるならば、それは実

質的に＜内乱＞を意味する。

8). ただし、レーニンの＜革命的祖国敗北主義＞の

スローガンは、意識の低い大衆の離反を招くお

それがある。トロツキーは停戦後の講和条件を

プロレタリアートの側から積極的に提示するも

のとして＜平和のための闘争＞というスローガ

ンをこれに対置していた。両者の統合こそが求

められる。

9). レーニンは、インターナショナルと各支部の闘争

の関係を踏まえて民族問題の解決を提起してい

る。すなわち、総資本⇔総労働の対立のレベルで

は、世界史は資本主義から共産主義への移行の時
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代に突入している。だからこそ、インターナショ

ナルの結成による全世界の労働運動の結合が求

められる。しかし、各国資本⇔各国労働のレベル

では、各国の労働運動の発展段階は一様ではな

い (資本主義の不均等発展)。そのため、現実の

プロレタリア革命は、先進国革命と後進国革命

の有機的結合としてのみ実現される。

10). レーニンは、民族問題を論じる中でも＜ブルジョ

ア民主主義＞と＜プロレタリア民主主義＞の区

別を曖昧にしたまま、＜民主主義＞一般として

論じる傾向があった。民族同権は、国家の間の＜

平等＞として、＜民主主義＞一般から類推して

理解されている。＜四月の転換＞以前のレーニ

ンにあっては、初期の＜労農民主独裁論＞に示さ

れるように、後進国の革命をブルジョア民主主義

革命の段階とプロレタリア革命の段階に機械的

に切り離して論じてしまう傾向が強く、そのこと

は政治の領域と経済の領域の機械的切り離しと

相応するものであった。

11). 超階級的な経済進歩観の問題：小国分立を避け、

より大きい国家が志向されるべきとする論拠で

ある生産力について、レーニンにおいてはその

階級性が不問に付されている。しかし、過渡期社

会において高度な資源集中が必要になる理由は

資本主義社会の場合と異なる。生まれ落ちたば

かりの過渡期社会では戦時共産主義体制を強い

られ、国境線を維持するために資源の集中が必

要とされる。これは特殊事情であり一般的な条

件とは異なる。過渡期社会の発展に伴って、こう

した特殊事情の発生頻度はむしろ減少し、社会

はより分権的なものに変わっていく。

12). 自由意志による結合への置き換えの問題：労働者

国家の最初の仕事である国境策定と国境維持は、

自由意志による結合とも民主的な話し合いとも

ほど遠い環境のもとで行われた。＜演出された＞

民族自決を同盟国からも連合国からも強制され、

ソビエト政権はこれに赤軍の組織化で対抗しな

ければならなかった。

13). 労働者国家は、民族間の不信を払しょくするため

に、条約交渉の意味を国境の内外のプロレタリ

アートに、あたかも国境が存在しないかのよう

に無差別に正しく伝えなければならない。

14). 民族問題の解決は、総労働 (インターナショナル)

の立場と各国労働の立場を同時に踏まえて提起

されなければならない。前者の立場の希薄化は各

国労働の立場を知らず知らずのうちに固定化し、

＜一国社会主義論＞に道をひらく危険を持って

いる。後者の立場の希薄化は政治領域の軽視 (す

なわち、実践性の欠如)につながる。

15). 過渡期社会における国境線は画一的に決定する

ことはできない。過渡期社会への突入とともに、

国境線の機能はただちに変容しはじめる。その

初期においては＜残存する＞帝国主義諸国家と

の国境がより重視される。さらに言えば、そこで

＜民族自決権＞が帝国主義諸国家によって都合

よく利用されないように警戒されるべきである。

6 結論と今後の研究課題

本稿の結論と今後の研究課題を述べる。

6.1 結論

以下に結論を述べる。

1). マルクス主義の根幹をなす＜労働の自己疎外＞

は、民族にかかわる諸現象の発生を十分に説明

している。その意味で、多くの識者がこれまで主

張したような、階級性と民族性のかい離 (あるい

はマルクス主義は民族問題を解決しない、とい

う言明)は根拠をもたない 93。＜労働の自己疎外

＞は民族問題と本質的なかかわりを持つ。

2). それにも関わらず、マルクス主義が民族問題を解

決しなかった最大の理由は、マルクス主義の理解

の中で＜労働の自己疎外＞論が無視ないし軽視

されてきたことである。何のために階級廃絶が

必要であるのか、何のために生産諸手段の共有

が目指されているのか、その目的が見失われて

いることが指摘されねばならない (＜民主主義一

般＞のためではない)。疎外されざる労働を実現

する運動の中で、民族問題の理解と解決が図ら

れるべきである。

3). 疎外されざる労働を実現しようとする者、すな

わちマルクス主義者たらんとする者の意識と行

動が、いまなお＜労働の自己疎外＞に (とくに民
93なお付録 C を参照のこと。
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族主義的偏見に)囚われていることが反省される

べきである。

(a) 意識面においては、民族理論を考察する理

論家自身が民族主義的偏見に落ち込む可能

性を持っている。民族主義的偏見を払しょ

くする努力の上で、総労働の視点と各国労

働の視点をどのように結合するかが重要と

なる。また、民族問題を解決するための史

的唯物論を現代によみがえらせることが必

要である。

(b) 行動面においては、レーニン前衛党論がそ

の正当性にも関わらず、当時の民族問題に

かかわる論争の中で、反対ないし軽視され

てきたことが問題である。マルクス主義者

自身の民族主義的偏見の存在に気づかせ、

その払しょくを図る上で前衛党の役割は重

大である。

4). ＜民族自決権＞をどのように理解するかは、労

働者国家の理論、とりわけその国境機能の分析

に関わる。具体的に国境の機能に注目して理論

構築が図られるべきであり、その際にはこれまで

の歴史的諸事件からの教訓が取り入れられるべ

きである。

6.2 今後の研究課題

以下に今後の研究の方向性を提示する。

1). ソ連邦成立後の民族的諸事件が具体的に分析さ

れるべきである。とりわけ、a)ザ・カフカース

連邦の強制的な成立 (1922年のグルジア問題)と

スターリニズム＝一国社会主義の形成、b)コミ

ンテルンが指導した革命とその失敗、c)第二次

世界大戦とファシズムの台頭、d)米ソ冷戦下の

民族主義とりわけイスラーム革命の問題、e)ソ

連邦崩壊の過程、f)ソ連邦崩壊後のいわゆる＜

テロとの戦い＞などが研究されるべきである。

2). 史的唯物論における言語理論が構築されるべき

である。B.F.スキナーの創始した行動分析学が

一つの指針を与えるであろう。ここでの行動主

義/言語行動理論を労働論の観点から検討するこ

とが望まれる。

3). 労働者国家論＝コミューン型国家論の詳細な研究

が望まれる。そこでは国境機能のみならず、現在

ある国家の諸機能が過渡期社会においてどのよう

に変容するかの理解が目指される。これは、かつ

て存在したスターリニスト諸国家 (ユーゴスラビ

ア等)の機構を解明することにも役立てられる。

4). 民族とエスニシティにかかわる諸理論の批判的

考察が求められる。単にエスニシティをあるがま

まに客体的に研究するものではなく、民族紛争と

民族主義的偏見を理解しようとする試みを中心

に取り上げなければならない。

5). ウクライナなど、現代の民族紛争を階級闘争の

観点から分析することが必要である。

6). 日本民族について、上と同様に理解することが

必要である。日本民族意識の形成と強化がどの

ようになされているのか、またその中で民族主

義的偏見がどのように引き起こされているかが、

具体的に検討されるべきである。この課題は、米

中新冷戦という現実的な基盤の分析とともに果

たされるべきである。
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A スターリンの民族政策

田中 (2000)は、スターリンの民族・言語理論につい

て、特別視することなく一般的な批判の姿勢・枠組み

に従って批判・評価されるべきと主張している。この

田中の姿勢そのものは、正しい。特に、スターリン論

文がかつて備えていた権威の大きさを想起するならば、

ソ連崩壊後の今日だからこそようやくこのようなこと

が自然にできるようになったのだと言える。

・・・スターリンの民族・言語についての言説
は、その折々の突然の思いつきや気まぐれの産
物ではなく、すべての理論がそうであるように、
それなりの思想的・学問的系譜をもっている。
とりわけ「マルクス主義の著作」であることを
意識して書かれたものはすべてそうである。
スターリンの民族・言語についての言説を、

そうしたコンテキストから切り離し、あたかも
天才的な予言者の信託として扱ったり、あるい
はその悪業があばき出された後は、すべてが無
価値なたわごととして、孤立させて扱う態度の
いずれもが教条主義にほかならない。

田中はスターリン (1921)94の言説を概ね好意的に解

釈している。田中の好意的な態度は、「歴史なき民族」

について否定的に語った F.エンゲルスの姿勢をスター

リンが継承せず、反対に多数の民族の自決を促したこ

とを重視しているためである。田中は次のスターリン

の言説を引用し、「スターリンの次の一文はわれわれ非

ヨーロッパ人の心に強くしみ込み訴えかけてくる」と

述べている。

第二インタナショナルの時代には、民族問
題は通常、もっぱら「文明」民族にだけ関係の
ある諸問題の狭い範囲にかぎられていた。アイ
ルランド人、チェコ人、ポーランド人、セルビ
ア人、アルメニア人、ユダヤ人、その他、二、
三のヨーロッパの民族体 (ナロードノスチ)、―
―これが第二インタナショナルがその運命に関
心をしめした完全な権利のない民族 (ナーツィ
ア)の範囲である。
もっとも粗野で残酷な形で民族的圧迫をう

けている数千万、数億のアジアとアフリカの諸
民族 (ナロード)は、いつも「社会主義者」の視
野のそとにとり残されていた。白人と黒人、「非

文化的」ネグロと「文明化された」アイルラン
ド人、「おくれた」ヒンドゥー人と「開化した」
ポーランド人、――これらの民族を同列におく
決心が、かれらにはつきかねたのである。ヨー
ロッパの完全な権利のない民族を解放するため
にたたかう必要はあるにしても、「文明」を「維
持するために「必要な」植民地の解放をまじめ
に論じるのは、「お上品な社会主義者にとって」
まったく不似合いなことだと暗黙のうちに考え
られていたのである。
これらの社会主義者たち――といってはは

ばかりがあるが――は、ヨーロッパにおける民
族的圧迫の廃止は、帝国主義の圧迫からアジア
とアフリカの植民地諸民族を解放しないでは考
えられないこと、前者が有機的に後者と結びつ
いていることは考えてもみなかった。

しかし、当時のスターリンはレーニンの権威のもと

で、レーニンの指導に従って民族政策の立案にあたっ

ていたことを忘れてはならない。翌 1922年にはグルジ

ア問題 95が発覚し、レーニンがスターリンの書記長解

任を提起し、両者の対立は決定的となった。その後、一

国社会主義論の提唱、1924年の反対派の粛清＝ソヴィ

エト・テルミドール、というかたちでスターリンは自

分自身の言葉を裏切っていった 96。

田中はスターリンの民族の定義が、民族政策に直結

していることを以下のように肯定的に、日本の「サロ

ン談義」と対照するかたちで紹介している。しかし、

このような民族政策は、レーニンの目指した「民族自

決」の理想とはかけはなれたものではないか。つまり、

ソビエト官僚制が諸民族を支配するための道具として、

民族の定義が活用されているのではないか。

日本の知識人たちの、伝統的なおきまりの
話題の一つが、「民族の定義」である。その議
論の大半は、どうでもいいような、サロン向き
の、ひまつぶしの話題であることを経験によっ
て私は知っているから、私はいまでは、そうい
う議論には乗らないようにしている。・・・
しかし、オーストリア、とりわけロシアで

は、そういう茶飲みばなしの議論で終わること
はできなかった。そこの議論で出された結論は、
問題になっている民族のステイタス (地位)にか
かわるものであり、行政上の処遇を決定するも
のである。その民族の母語が、価値のないもの、

94スターリン,「民族問題の提起によせて」(1921)
95酒田 (2004)は次のように指摘している。「グルジア人であるスターリンがなぜロシア人になってグルジア人を弾圧したのか。これは、レー
ニンがカフカス諸国のソ連邦への統合というスターリンの方針を批判して以来の謎のひとつであった。『知られざるスターリン』(メドベージェ
フ兄弟, 現代思潮新社,2003)」は、この問題についても興味深い資料を提供している。・・・すなわち、晩年のスターリンは、ロシア人としてふ
るまっただけでなく、みずからをロシア人に似せようとした、ということである。」これは、民族主義的偏見が、自国の立場からではなく、大
国に立場にのりうつったかたちでも発現するのだということを示している。

96また仮に上のことを度外視したとしても、一アジア人としての自己肯定感をスターリンの言葉の中に見出すことは、スターリンの民族・
言語理論の批判として適切と言えるのか。田中自身のアジア人としての民族主義的偏見が、スターリン言説への好意的解釈につながっている
のではないか。スターリン言説の狙いはまさに、諸民族の民族主義的偏見をそのまま肯定することを通じて、自己の権力基盤を固めることに
あったのではないか。
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あるいは固有のものでなく単に方言だとされれ
ば、その独立の存在は認められず、母語の使用
の権利も認められなくなるのである。だからこ
そ 1937年、ソ連では、民族と言語の認定に関
する党の公式見解に同意しない、数多くの民族
学者と言語学者が亡き者にされたのだ 97。

他方、酒田 (2003) はスターリンによる民族の定義

を「官僚の作文」と表現している。スターリンの立場

は「少数民族を操作しようとする官僚の立場」であり、

マルクス主義者としてのそれではない、という指摘は

まったく正しい。

彼の民族理論は民族の魂というべきエスニ
シティも民族形成のダイナミズムもまったく意
に介さぬ官僚の作文にすぎない。＜言語の共通
性＞などの標識を並べて＜民族＞概念を規定し
ようとしたり、＜民族＞概念が妥当する対象の
範囲を限定することによってこの概念を既定し
ようとするスターリンの方法は＜概念の内包と
外延＞というアリストテレス以来の形式論理で
しかない。・・・形式論理を駆使して民族問題を解
決しようとするスターリンの立場は、ロシアの
権力を奪取して、少数民族を操作しようとする
官僚の立場であって、＜民族の標識＞はこの操
作の基準をなしている。

田中はスターリン (1913)98の次の言説を引用してい

る。この言説も、スターリンが諸民族の不満をいかに

抑え込むかに心を砕いており、民族問題を検討しはじ

めた初期の頃から、レーニンの言うところの「内務省

的発想」に囚われていることを示すものである。

少数民族は、民族的結合体のないことに不
満なのではなく、母語を使う権利がないことに
不満なのである。彼らに母語を使わせよ、――
そうすれば不満はひとりでになくなるであろう。
少数民族は、人為的な結合体のないことに

不満なのではなく、自分自身の学校を持たない
ことに不満なのである。彼らにその学校を与え
よ、――そうすれば、不満はあらゆる根底をう
しなうであろう。

田中 (2000)は次のA.ソンメルフェルト (1945)99の

言葉を引き、「矛盾に満ちている」と否定的に評価して

いる。これは、田中がスターリンの真の狙いに気が付

かず、スターリンの言説と田中自身の民族主義的嗜好

との形式的な一致に惑わされているからである。

ソ連邦のすべての民族は彼ら固有の言語で
教育を受けている。・・・この政策はロシアおよび
アジアの少数民族に対する特別な寛容さによる
ものでもなければ、ソビエト当局が民族学研究
に興味を示したためでもない。新しい社会体制
を受け入れさせるのに最も効果的な手段である
という確信によるものである。この政策はロシ
ア化のための強力な武器である。

いかにスターリンの言説が諸民族の素朴な民族意識

に訴えかけるものだとしても、むしろだからこそ、ス

ターリンの言説は反プロレタリア的である、と判断で

きる。

田中は最後にスターリン言語論文の背景を、以下の

ように米ソ冷戦のはじまりと関連させて説明している

が、妥当な推理である。この説明と、酒田による、言

語学論文はジダーノフ「謀殺」に関係しているという

指摘 100 と重ね合わせて考えると、スターリンの思考

がすべて官僚としてのそれなのだということが明らか

となる。

このスターリン論文発表の数年後には、か
つて「ブルジョア言語学」と称されていた欧米
の言語学の紹介や翻訳が、ソ連邦の言語学市場
にあふれ出し、またたく間にそこを満たした。
56 年には、もはやスターリンの名に言及する
著作はめったになくなり、57年には完全に消え
た。次いで、スターリンの名前と、この論文も
忘れ去られて行った。
スターリン論文の役割は、言語学にマルクス

主義を適用することが無効であり、ソビエト言
語学が敗北したことを宣言することであった。・・・
・・・ソビエト言語学が、いな、世界の言語

学が、その役割を大きく変えねばならないこと
を迫る予兆はすでにあった。それは、ソ連にお
けるサイバネティクス――ロシア語ではキベル
ネチカと言う――への大きな、さしせまった需
要と期待である。

1948年に、アメリカではウィーナーが、サ
イバネティクスの理論を発表すると、ソ連では
この方面におけるアメリカへのたちおくれが深
刻に意識されるようになった。それは情報処理
からはじまって、機械翻訳、コンピューター開
発へと発展して行く技術革新に結びついて行く
ものであった。

97その前年の 1936 年にスターリン憲法が公布されている。
98J.V. スターリン,「マルクス主義と民族問題」(1913)
99A. ソンメルフェルト,「言語問題と平和」(1945)

100「・・・もしも「戦闘的、あまりに戦闘的」な階級的アジテーション・オンリー主義者ジダーノフの謀殺 (1948)が言語学論文の発表と関係
しており、ゴスプラン議長ヴォズネセンスキーの銃殺 (1950) が経済学論文の発表と関係していたと仮定するならば、晩年のスターリンは左
翼スターリン主義者を粛清して、修正スターリニズムへの転換をはかった、ということになる。・・・」
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B 労働証書制と過渡期社会の経済原

則

注意：ここでは過渡期社会の経済原則をあえて共産

主義第一段階のそれと同一視して説明している。その

理由は、両者の本質的同一性を強調するためである。

また、そうでなければ、前者から後者への自然な移行

そのものがありえない。

必要労働と剰余労働の理解 (経済原則)

人間は自分が必要とする以上の生産物を生産するこ

とができる。このことを可能とするものが、そのとき

までに達成された社会の生産力の水準であり、これは

生産諸手段と労働組織の中に実現されている技術性の

高さとして具体的にあらわされる。余剰生産物のある

ことがその社会の次の「発展」を可能とする。

上の関係を生きた労働の (物理的時間の)量に即して

整理したものが必要労働と剰余労働である (生きた労働

の規定であること、労働の質を捨象していること、に

注意しなければならない)。必要労働時間を社会的にど

のような活動に振り向けるのか、剰余労働時間の産物

を社会的にどのように活用するかは、「経済原則」(ど

のような社会においても成立する、社会を存立させる

条件)に関わる。経済原則は、資本主義社会では価値

法則 (剰余価値法則)に従い、市場における商品交換を

通じて実現される。共産主義社会では、「労働証書制」

に従い、意識的に実現される。

資本主義社会における経済原則

価値法則は単に流通面における等価交換の法則を意

味するばかりでなく、生産面での剰余価値の存在をも

説明している。

市場において「商品 Aは商品 Bに値する」。商品 A

と商品 Bが交換可能であるのは、それらを生み出すた

めの手間 (社会的労働時間)が同一であるからである。

ただし、このことは事前には分からず、商品交換が繰

り返されて (交換関係自体が再生産されて)はじめて判

明する。もしも価値 (社会的時間)が異なっていれば、

等価ではなく、これを等価にするためには数量 (交換

比率)を変更しなければならなくなる。なお、ここで

は労働における技術性の違いはさしあたって考えてお

らず、頭脳労働と肉体労働の違いも考慮していない。

手間＝社会的時間の中には生産諸手段の価値 (すな

わち死んだ労働)も含まれている。商品 A、商品 Bの

それぞれの所有者が繰り返して市場で相対して商品交

換が繰り返されるということは、そのような関係自体

も再生産される必要がある。つまり、その生産が可能

となる諸条件 (すなわち不変資本)も価値の構成の中に

入っていなければならない。

図 5: 資本主義社会における労働時間
図 6: 過渡期社会における労働時間
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労働力商品は商品の一つであり、しかもそれを消費

することによって労働そのもの＝＜労働一般＞ 101 を

発生させることができる特殊な商品である。その価値

はそれを再生産するに足るだけの手間＝社会的時間で

あり、日々の生計費そのものである。これは結果的に

は、労働時間全体の中で「必要労働時間」を占める。

売り渡された後の労働力は、その消費によって価値以

上の長さの総労働時間を発生させる。総労働時間と必

要労働時間の差が「剰余労働時間」であり、その価値

は資本家の手にわたる (図 5)。賃金闘争は、本質的に

は剰余労働時間を短縮することをめざすものである。

なお、マルクスは労働者を「二重の意味で自由な」

と表現しているが、これは 1)封建社会と異なり労働者

は自己の労働力を自由に販売できる、2)労働者は生産

諸手段から引き離され (自由)、自己の労働力以外に販

売するものを持たない、ということである。

過渡期社会における経済原則

プロレタリア革命の目的は、資本主義的商品生産を

打倒し、また「ブルジョアジーがもはや存在すること

もできなければ、再び発生することもできないような

諸条件」をつくりだすことにある。労働者階級は商品

としての自己の地位から自分自身を解放するための闘

争を通じて、一切の商品生産、従って価値法則を廃棄

する。ここにおいて、人間は物神崇拝の社会関係 (＝

価値法則)から解放される。国家は「もはや資本家な

く階級なく、したがって、いかなる階級をも制圧でき

なくなる」という限りにおいて死滅していく 102。

価値法則が廃絶され生産諸手段が共有されたばかり

の社会、すなわち過渡期社会においては、労働者はも

はや自己の労働力を売り渡さない。経済原則は労働証

書制により意識的に実現される (図 6)。この仕組みは

マルクス (1875)103により次のように説明されている。

ここで問題にしているのは、それ自身の基
礎のうえに発展した共産主義社会ではなくて、
反対に、資本主義社会から生まれたばかりの共
産主義社会である。したがってこの共産主義社
会は、あらゆる点で、経済的にも道徳的にも精

神的にも、それが生まれてきた母胎である古い
社会の母斑をまだ身につけている。
それゆえ、個々の生産者は、彼が社会にあ

たえたのときっかり同じだけのものを――あの
諸控除をすませたあと――とりもどすのである。
彼が社会にあたえたものとは、彼の個人的労働
量である。たとえば、社会的労働日は、個人的
労働時間の総和からなる。個々の生産者たちの
個人的労働時間は、社会的労働日のうち彼が給
付した部分、すなわち社会的労働日のうちの彼
の持ち分である。
個々の生産者は、(共同の基金のための彼の

労働を控除したのち)、これこれの労働を給付し
たという証書を社会から受け取り、そしてこの
証書をもって消費手段の社会的貯えのなかから、
それとちょうど等しい量の労働がついやされて
いる消費手段をひきだす。個々の生産者は、あ
る形態で社会にあたえたと同じ労働量を、べつ
の形態でとりもどすのである。
ここで支配しているのは、商品交換――そ

れが投下物の交換であるかぎりで――を規制す
るのとあきらかに同一の原則である。内容と形
式はそれぞれ変化している。というのは、事態
はいまや変化して、だれも自分の労働以外には
なにもあたえることはできなくなっており、ま
た他方では、個人的消費手段以外にはなにもの
も個々人の所有にうつりえなくなっているから
である。しかし、個々の生産者たちのあいだでの
個人的消費手段の分配についていえば、そこで
は諸商品等価物の交換のときと同一の原則が支
配するのであり、ある形態の労働がそれと等し
い量のべつの形態の労働と交換されるのである。

図 7: 労働証書制度と擬制的価格

過渡期社会では、生産諸手段を生み出す (再生産す

る) 手間は考慮されない (社会的控除として先に支払

われている)。この社会では、そもそも生産物を交換す
101そもそも＜労働一般＞という抽象概念は、産業資本主義の物質的基礎たる機械制大工業によって、人間労働が単純化され平均化されたこ
と (したがって流動性、移動性をもったこと) の結果としてはじめて生み出された (発見された)。言い換えれば、(資本主義的) 労働の自己疎
外の結果としてはじめて＜労働一般＞という概念を把握することが可能になった。それ以前の社会では、そもそも＜労働一般＞ということを
考えること自体が出来なかった。
102この疎外態は、官僚が労働者大衆を制圧する国家としてのスターリニスト諸国家である。
103マルクス,「ゴータ綱領批判」(1875)
104「生産手段の共有の上に立つ社会の内部では、生産者は自分の生産物を交換することはない。もはや、個人的労働は間接にではなく、直
接に総労働の構成部分として存在するものだからである。」
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る必要はないことに注意する 104。各作業場での生産

物が集積され、そこで社会的控除が行われ、その後、

残された消費用物資が総労働時間と比較され、労働証

書と物品の交換比、すなわち「擬制的価格」が計算さ

れる (図 7)。「擬制的価格」はブハーリン＝ピャタコフ

(1920)105 により次のように説明されている。

価格は、一般的にいえば、価値関係の表現
である。しかし、常にそうであるとは限らない。
前者の場合は、次の三種に分けることができる。

a). 価値と価格の大きさが一致する (単純商品
制の静的均衡)

b). 価値と価格の大きさが一致しない (典型的
な場合)

c). 価格が、それ自体、価値をもたない商品に
特有の、派生的な大きさをとる (たとえば
資本化された地代としての土地の価格)106

以上の場合と、価格が価値の相互関係に立
脚しないときにとる仮装形態とを識別する必要
がある。ここでは価格が価値から全く遊離する。
したがって、過渡期においては、仮装形態をと
る場合が典型的な場合に近いものとなることが
不可避的である。

ブハーリン＝ピャタコフは擬制的価格について「こ

の現象は貨幣制度の崩壊と結びついている」と説明し

ている。商品交換は行われないため、また生産諸手段

は共有され価値を形成しないため、資本は発生しない。

従って、一般的等価形態たる貨幣も存在しない (貨幣

制度の崩壊)107。

レーニンは「労働日を 6時間に漸減すること、あら

ゆる職業の賃金と俸給を漸次平等にすること」と述べ

ているが、ここでの「賃金」は労働力商品の価格とし

ての労賃のことではなく、既に「擬制的価格」になっ

ている。労働者は労働力を商品として販売しない。ま

た、「賃金」が価値 (死せる労働)からかい離している

からこそ、平等に向かうことができる 108。

なぜ労働証書制が経済原則を実現することになるの

か。労働者一人がA作業場で作業しても、B作業場で

作業しても＜労働一般＞としては同じだからである。

A作業場でのニーズが大きいならば、B作業場から人

員が派遣 (労働時間が移転)されなければならない。ま

た、そのような労働時間の移転は、疎外された労働が

廃絶されている限り原理的に可能になっている 109。

「擬制的価格」はどのように生産調整に役立てられ

るのか。仮に計画時点では、生産物Aと生産物Bの需

要量は同一であったにも関わらず、結果的に生産物 A

が供給過剰 (生産物Bが過少)になったとする。総労働

時間は A作業場と B作業場で同一であったとする。

A/1h > B/1h

生産物を交換はしないまでも、実質的に交換と同じ

ことが起きていることに注意する。つまり、一つの B

のために多くのAを渡さねばならないことと同じであ

る。実際に起きることは、次のとおりである。

1). A作業場と B作業場で総労働時間は同量である

ので、同じだけの労働証書が発行される。

2). 生産物 Aと生産物 Bは共同倉庫に集積され、同

時に擬制的価格により値付けされる。この価格

は需要計画どおりに計算され、需要量が同一な

のだから同一の「価格」となっている。

3). これら生産物はそれぞれの作業場の労働者から

労働証書と引き換えに取り出され、消費される。

需要量＝消費量であるならば、生産物 Bが完全

に消費された時点でも、生産物 Aの在庫が余剰

となって残る。

4). そこで、次の生産計画が作成される際に、生産

物 Aの計画生産量は在庫分が差し引かれる。そ

のため、A作業場での次の投入労働時間は需要

量の減少に合わせてこれまでよりも少なく計画

される。

5). その結果、A作業場で発行される労働証書の総

量も少なくなる。A作業場の労働者が受け取る

ことのできる消費材はより少なくなる。

6). 生産物Aの「価格」も需要の減少を反映して、よ

り低くなる。生産物 Aの消費＝在庫解消のテン

ポは早まる。
105N. ブハーリン,「過渡期経済論」(1920)
106土地は労働が対象化されたものではない。
107ブハーリン＝ピャタコフは「過渡期には、まだ価値は完全には死滅していない」とも言明しているが、これは価値法則が残存するという意
味ではない。価値は既に増殖する手段を失っているため、資本としては残存できないのだから。おそらく彼らが言わんとしたことは、生産諸手
段が共有される以前に対象化されていた労働・財産の取り扱いにかかわる。特に労働力の質として対象化されている過去の労働が問題になる。
108ブハーリン＝ピャタコフは次のように指摘している。「賃金は、それ自身内容のない、仮装的な大きさのものとなる。労働者階級が支配階
級となっている限り、賃労働は消滅する。社会化された生産においては賃労働が存在しない。賃労働が存在しない限り、資本家に売り渡され
る労働力の価格としての賃金もまた存在しない。賃金の外被――貨幣形態――だけは維持されているが、この形態も貨幣制度とともに自己廃
絶へと進みつつある。プロレタリアート独裁体制下の＜労働者＞は、社会的労働に対する割り当て配分を受け取るが、賃金は受けない。」
109ただし、その初期においては、能力・技能の差から特定の職業 (作業場)に入るための資格が固定されている可能性がある。このような固
定が一時的なものになるように、労働者国家は努力しなければならない。
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結果的に A作業場の労働者の取り分は少なくなり、

B作業場の労働者の取り分は多くなる。これを是正す

るために、A→ Bで人員派遣 (労働時間移転)を行う

ことが作業場間で合意されるだろう。

過渡期社会における生産諸手段の維持と更新

各作業場とも固有の生産設備を抱えているが、その

維持・更新・改良について、日常的な作業とは別に検

討が必要となる。疎外された労働が廃絶されているの

だから、専門化された技術者がそれを担うのではなく、

労働者自らが検討の任にあたらなければならない。同

時に労働者自身の技術性を高めるための職場研修も必

要となる。

技術性の高度化は労働時間の短縮として現れる。こ

れがそのまま「擬制的価格」に反映されるならば、自

分の取り分の減少を意味してしまい、誰もそのような

努力をしなくなるだろう。そのため、擬制的価格の基

準となる労働時間は実測されたものではなく、社会的

に合意されたものでなければならない。この基準はあ

る程度の期間をおいて定期的に改定される。

労働時間が短縮され、余剰となった時間は (さしあ

たりは)各作業場での研究や研修の時間、余暇時間に

充てられることになる。やがて、あらわとなった人員

の過剰 (不足)を解消するために、ある作業場から別の

作業場への異動が行われる。そうされない場合は、人

員の過剰はそのまま基準改定時に計画労働時間に反映

され、自分たちの取り分が減っていくことになる 110。

生産諸手段は物神崇拝されない。本来、価値法則が

廃絶されているのだから、死んだ労働の集積である生

産設備には重きを置かれない。生きた労働の支出こそ

人間性の発露・表現であり、人間の可能性の自発的な

発展となる。これに対して死んだ労働それ自体は目的

ではなく、生きた労働を実現するための手段でしかな

い。生産諸手段＝生きた労働のための環境 (大地)とし

て、技術的実践の (改良の)対象となる 111。

過渡期社会における労働の質・量

労働の量は、社会的人間存在が決めた＜時間＞を尺

度とする、労働の継続時間 (および強度)のことである。

これが擬制的価格の計算の基礎となる。マルクスは、

資本論「将来社会における労働時間の二重の機能」の

中で、労働時間が次のように二つの役割を併せ持つこ

とを指摘している。

a). 労働時間の社会的に計画的な配分は、各種の労

働機能の各種の欲望に対する正しい比率を規制

する。

b). 他方において、労働時間は、同時に生産者の共同

労働に対する、従ってまた共同生産物の個人的に

消費さるべき部分に対する個人的分け前の尺度

として役立つ。

対馬 (1974)は、この計算において用いられる労働時

間を指して、具体的な有用労働そのものの継続時間で

あり、商品交換を通じてはじめて規定されるいわゆる

「抽象的人間労働」のことではない、と指摘している。

この計算では労働の異質性は考慮されない。

然るに、共産主義社会は、第一段階と第二
段階を問わず、(商品交換を通じた)かかる抽象
を必要としない。生産計画樹立の場合は、すべ
て具体的労働として出発し、それで充分である。

労働 (力)の異種性 (多様性)は、それに見合う人間

の対応能力 (＜労働一般＞)の向上に伴って、問題とさ

れなくなる。

労働 (力)の質 (技術性)112 は、技術性の高い生産諸

手段を使いこなし、その原理を理解し、維持・管理し、

必要ならば改良を加えることと理解される。労働 (力)

の質は、技術性の高い労働力を実現するための教育・

学習や労働経験・年季・職歴を通じて形成される。その

意味では、労働 (力)の質は過去の労働によって形成＝

対象化されたものである。ゆえに過渡期社会では、労

働 (力)の質 (技術性)はあたりまえのものとして、社

会的に共有され、擬制的価格の計算において考慮され

ない。本来は＜技術官僚＞というカテゴリーは存在し

ない 113。

110公益事業において行われる「総括原価」の計算に類似したプロセスを想起すれば良い。
111しかし、初期には生産諸手段の不足・希少性や重要性から、生産設備や作業場の政治支配 (官僚制)が問題になる。この官僚主義を放置す
るならば、死せる労働としての「フォンド」が生活を支配し、神官としての官僚と暴力装置としての国家が出現する。また、フォンドを維持
することが自己目的化され、なんら改良が行われなくなる (「ブレジネフ的停滞」)。
112黒田 (1994) を参照のこと。このことは黒田がはじめて見出したことである。
113「ネップ (新経済政策)」によって労働の質の加味が正当化されたことは重大な誤りであった。なお、これにつきより詳細な研究が望まれ
る。
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C 「マルクス主義と民族問題」評注

丸山 (2002)は田中 (2000)を引用しつつ、スターリ

ン言語学論文への田中の評価を肯定している。ただし、

ここでの「マルクス主義」とはすべて括弧付きの『マ

ルクス主義』(＝スターリン主義)と読み替える必要が

ある。そのようなスターリン理論が言語的・民族的紛

争の解決に寄与しないことは当然のことである。しか

し、丸山はスターリン理論の批判には向かわないので

ある。

田中克彦氏は、スターリンの 1950 年の論
文マルクス主義と言語学の諸問題は、言語学に
マルクス主義を適用することが無効であり、ソ
ビエト言語学が敗北したことを宣言するもので
あった、という。その理由は、スターリンが、

i). 言語は上部構造ではなく、生産用具、たと
えば機械のようなものである

ii). 言語は階級的なものではなく、全人民的な
ものであって、社会全体に、社会のすべて
の階級に同じように奉仕するものである

、という事実を認めたからである、という
のだ。けだし、妥当な見解であろう。

丸山は続いてより積極的に自説を展開している。

言語の問題を階級一元論のマルクス主義の
理論で解けないように、民族の問題もやはりマ
ルクス主義で解くことはできないと思う。その
理由として考えられるのは次の諸点である。

a). 民族を完全に階級に還元することは不可
能である。言語は言うに及ばず、文化、民
族感情、アイデンティティなど、階級を越
えて民族を結びつける紐帯があるからで
ある。民族自決権を全面的に否定する時、
民族を階級に解体することに全力を挙げ
たローザ・ルクセンブルクでさえも、ポー
ランドの民族自治を唱える時には民族共
通の課題のありうることを認めざるをえ
なかった程である。

b). あくまでも階級的立場を堅持して民族問
題にアプローチすると戦略・戦術論にな
り、民族自治などを唱えて民族問題の具
体的解決策を探るとナショナリズムに陥
る。マルクス主義とナショナリズムを理
論的に両立させる道はない。歴史的には、
中国共産党のように、マルクス主義者が
ナショナルな課題 (抗日民族統一戦線)を
担ったことはあるが、それは決してマル
クス主義とナショナリズムの関係が理論
的に解明されたことを意味するものでは
ない。

c). カウツキーのいうように、仮に民族が接
近・融合・同化・消滅する (その時には, も
ちろん民族問題はなくなるだろうが)とし
ても、その速度はマルクス主義者の予想

したよりもはるかに遅い。民族問題は今
後も長く人類を悩ませ続けるであろう。

これらについて、本稿は次の疑問を提起しておき

たい。

a). 民族問題を解明するために、民族を「階級に還元

すること」がなぜ必要なのか。「民族共通の課題」

が仮にあるのだとしても (たとえば＜民主主義的

な諸任務＞)、プロレタリアートはこれを自らの

階級的な特殊利害として表現し直し、解決する。

ブルジョアジーのように「民族共通の課題」＝階

級を超えた一般的利害として押し出す必要はそ

もそも存在しない。

b). 然り、マルクス主義とナショナリズムを現実的に

両立させる必要はないので、それを理論的にも

両立させる道がないのは当然ではないか。むし

ろ中国共産党の理論と行為が非プロレタリア的

なのではないか。

c). 諸民族の接近と融合は、あくまでも生産と所有

が統合された後の社会で起こることである。そ

こでは、労働者の民族性と宗派性は「私事」であ

り、政治的な重要性をもたない。その状態に今日

立ち至っていないことは、我々の日常が依然とし

て疎外に満ち溢れていることを意味するのでは

ないか (「遅い」のではなく、そもそも「進んで

いない」)。

丸山は、ナショナリズムへの危機感を吐露し、それ

を解決しない「マルクス主義」の前提が誤っている、と

断じている。しかしその判断の中には民族主義的偏見

が含まれていないだろうか。また、O.バウアーの長年

の研究者であるにも関わらず、「彼らの試みは無惨にも

失敗に帰した」とひとごとのように語ってしまえるの

はなぜなのか。

だが、ナショナリズムは自民族中心主義と
排外主義を核とする大変危険なイデオロギーで
あるだけでなく、近代の政治的イデオロギーの
中では最も強力で動員力も大きいので、何とか
してこれを克服していく道を探らなければなら
ない。マルクス主義者がプロレタリア・インター
ナショナリズムを唱えてブルジョア・ナショナ
リズムを克服しようと努力した、その志操の高
さは十分に評価されてよい。しかし, 労働者は
祖国をもたないという『共産党宣言』のテーゼ
そのものが誤っていたため、彼らの試みは無惨
にも失敗に帰した。我々はナショナリズムを越
える人類普遍の原理を一体どこに見出すべきで
あろうか。
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Ethnic problems and self-alienation of labor

– An Essay on Nation and Ethnicity in Historical Materialism –

Yuichi Takashima 22 May 2017

”Marxism” did not solve ethnic problems. After a century since the Russian October revolution,

we, social scientists need to philologically reflect on today’s situation. In other words, ethnic conflict

has expanded to an unprecedented scale, rather than disappearing, even though a century has

already passed since the Russian Revolution, which has been believed by many people as the first

opportunity in human history to destroy ethnic conflict. Now, the philosophy of ’multicultural

symbiosis’ is hypocritically argued in the midst of conflicts.

Historically, on the eve of the Russian Revolution, many Marxists fight a enthusiastic disputes

over the right of self-determination for nations and ethnicity in the area called ”ethnic prison” such as

Russia, Poland, Austria, Ukraine, Caucasus, Germany. However, this controversy was not resolved,

being only formally ”settled” as a result. We receive that ”reward” as a curse of intensifying religious

/ sectarian conflict and ”battle against terrorism”.

This paper aimes to anser the following two questions, 1) Why ”Marxism” was widely believed to

solve ethnic problems at that time? 2) Why many Marxists have failed to solve the ethnic conflicts

in class struggles?

For the first purpose, this paper discusses ethnic problems in connection with the ”self-alienation”

of labor, which is the birthplace of ”Marxism”. For the second purpose, this paper reviews the

controversies before and after the Russian revolution, which were made mainly between V. I. Lenin

and other Marxist, discussing how the solution of the dispute have been failed.
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